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1.新知見内容

1.1 新知見において追加 された事項

2019年 6月 19日 に発出された「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規

制に関する法律第 43条の 3の 23第 1項の規定に基づ く命令について」に

おいて、下記の事実※を前提 として原子炉等規制法第 43条の 3の 6第 1頂

第 4号の基準に適合するよう、本件発電用原子炉施設に係る設置変更許可

申請書の基本設計ない し基本的設計方針を変更することが求められたもの

である。

※平成 31年度第 4回原子炉規制委員会において新たに認定された事実

0大山火山の大山生竹テフラ (以下、「DNP」 とい う。)の噴出規模は 1lkm3程

度 と見込まれること。

●大山火山の大山倉吉テフラ (以下、「DKP」 とい う。)と DNPが一連の巨大噴

火であるとは認められず、前記噴出規模の DNPは本件発電用原子炉施設の

火山影響評価において想定すべき自然現象であること。
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2.基 本方針

2.1 概要

原子力規制委員会の定める「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、

構造及び設備の基準に関する規則 (平成 25年 6月 28日 原子力規制委員会規

則第 5号)第 6条において、外部からの衝撃による損傷防止 として、「安全施

設は、想定される自然現象 (地震及び津波を除 く。)が発生 した場合において

も安全機能を損なわないものでなければならないとしてお り、敷地周辺の自

然環境を基に想定される自然現象の一つ として、火山の影響を挙げている。

火山の影響により原子炉施設の安全性を損な うことのない設計であること

を評価するための「原子力発電所の火山影響評価ガイ ド」を参照 し、図 1。 1の
フローに従い火山影響評価を行い、安全機能が維持 されることを確認する。

将来の活動可

能性が否定で前迄)に活動が第四紀 (約258万 年

径16軸の範囲)

原子力発電所運用期間中に

能な火

響

さ し

立地不適

立

地

評

傾

⑤火山活動のモニタリング及び
火曲活動の兆候を燿爆した
場合の対処方針を策定*

下記影響評価の (1)を実施 下記影響評価の (1)及び(2)換 施

影

響

評

価

(1)地理的領域外の火山による

降下火砕物の影審評価

火山事象に対応可能
び運転対応が

(2)地理的領域内の火曲による

火幽事象の影響評価

設計再検討

図 1.1 原子力発電所に影響を及ぼす火山影響評価の基本フロー

地理的領域内における将来の活動可能性が否定できない火山 (白 山、倉吉、

扇ノ山、美方火山群、神鍋火山群、上野火山群、経々岳)について評価 した結

果、高浜発電所敷地 との位置関係や火成活動の状況より、設計対応不可能な

火山事象の うち、溶岩流、岩屑なヽだれ、新 しい火 口の開日、地殻変動について

は問題ない。また、火砕物密度流についても、高浜発電所に到達する可能性

が十分小 さいことを評価 してお り、発電所の立地評価上の問題はない。

したがつて、発電所の安全機能に影響を及ぼし得る火山事象は、降下火砕

物 (以下 「火山灰」とい う。)のみであることから、火山灰による原子炉施設
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及び附属設備への影響評価を行 う。

なお、上記 の内容については、平成 28年 4月 20日 付 け原規規発第

1604201号をもつて設置変更許可を受けた高浜 1, 2号炉の新規制基準適合

性審査にて平成 28年 4月 13日 に提出 した 「高浜 1, 2号炉設置許可基準

規則等への適合性について (設計基準対象施設等 )」 の うち「第 6条 :外部か

らの衝撃による損傷の防止 (火 山)」 (以下、既提出資料 とい う。)か ら変更が

ないため、既提出資料の うち 「1.1 概要」に同じ。

2.2 評価条件の設定

影響評価に用いる条件は、敷地周辺の地質調査結果に文献調査結果 も参考

にして、表 1.1の とお り、堆積厚 さ 27cm、 粒径 1五m以下、密度 0。 7g/cm3

(乾燥状態)～ 1.5g/cm3(湿潤状態)と して、火山灰の特性を設定 した。

表 1.1 火 山灰 の特性

なお、火山灰 と火山以外の自然現象の組合せについては、荷重の影響にお

いて、火山灰、風 (台風)及び積雪による組合せを考慮する。

1.3 評価対象施設の抽出
「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関す

る規則 (平成 25年 6月 28日 原子力規制委員会規則第工号)」 第 6条におい

て、「安全施設は、想定される自然現象が発生 した場合においても安全機能を

損なわないものでなければならない。」とされている。

また、「発電用軽水炉型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指

針」 (平成 2年 8月 30日 原子力安全委員会決定)において安全機能を有する

構築物、系統及び機器に姑する設計上の考慮 として、「クラス 1では、合理的

に達成 し得る最高度の信頼性を確保 し、かつ、維持すること。クラス 2では、

高度の信頼性を確保 し、かつ、維持すること。クラス 3では、一般産業施設 と

同等以上の安全性を確保 し、かつ、維持すること。」が定められている。

以上のことか ら、図 1。2の抽出フローより、一般産業施設を超える機能維

持を要求 しているクラス 1及びクラス 2に属する構築物、系統及び機器の う

ち火山灰の影響により、安全機能を損な うおそれがある施設を抽出する。

-5-

項 目 条件 設定根拠

堆積厚さ 27cm
文献調査、地質調査及び降下火砕物シミュレー

ション結果を踏まえ、給源から越畑地点及び各

発電所までの距離をもとに設定

粒径 lmm以下
津波堆積物調査で得られた火山灰の粒度試験

結果から設定

密度
乾燥状態  湿潤状態

0。 7g/cm3～ 1.5g/cm3
津波堆積物調査結果、文献調査結果から設定



・外部しやへい建屋
・補助建屋
・燃料取扱建屋
・中間建屋
・ディーゼル 建屋
・制御建犀

また、クラス 1及びクラス 2に属する構築物、系統及び機器を内包 してい

る建物についても評価対象施設 として抽出するとともに、安全重要度の低い

構築物、系統及び機器であつても、火山灰の影響を受けやす く、当該施設の

停止等により、上位の安全重要度の施設の運転に影響を及ぼす可能性がある

場合は評価対象施設 として抽出する。

なお、その他のクラス 3に属する施設については、火山灰による影響を受

ける場合を考慮 して、代替設備により必要な機能を確保できること、又は安

全上支障が生 じない期間に除灰あるいは修復等による対応 も可能である。

評価姑象施設の抽出結果を表 1.2に示す とともに、評価対象施設の設置場

所を図 1.3に示す。

なお、上記の内容については、既提出資料から変更がないため、既提出資

料の うち 「1.3 評価対象施設の抽出」に同じ。

※1クラス1及びクラス2のうち、特に自然
現象の影響を受けやすく、かつ、代替
手段によつて機能維持が困難、または、
修復が著しく困難な構築物、系統及び
機器

NO

NO

<②対象施設>
・海水ストレーナ
(下流の設備を含む)

・主蒸気大気放出弁
(消音器)

・主蒸気安全弁(排気管)

・タービン動補助給水ポンブ

(蒸気大気放出管)

・格納容器排気筒
・ディーゼル発電機

YES

・換気空調設備
(給気系外気取入口)

・補助建屋排気筒
・取水設備

匡三]評価対象施設

※2火山灰を含む外気・ 室内空気を機器内に取り込む機構を有しない施設又は取り込んだ場合でも、その影響が非常

に小さいと考えられる施設 (ポンプ、モータ、弁、盤内に換気フアンを有しない制御盤、計器等 )については、

評価対象外とする。

図 1。2 評価射象施設の選定フロー

クラス1及びクラス2のうち、特に自然
受けやすい

クラス1及びクラス2以外の構築物、クラス 1及びクラス 2に属

する構築物、系統及び機器

を内包 している建物

火山灰の影響を受ける施設
(O屋外の施設、②屋外に開日してい

空気を取り込む施設X2)

評
価
対
象
外

施設の選転に影響を及ぼす可能性のある

停止等により、上

設備 (波及的影響を考

< >

プ

復水タンク
燃料取替用水タンク

<③対象施設>
・計器用空気圧縮機
・

~輩
今 倶 落 系 辞 糞 韓

YES
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表 1.2 評価対象施設の抽出(1/3)

評価対象施設

外部 じゃへい建屋

(制 御棒駆動装置を設置 )

・ 補助建屋

(ほ う酸タンク、ほう酸ポンプ及び,Eて んポンプを
‐
史

置)

・ 補助建屋綸気系

紺助建屋

(余 熱除去冷
'1器

、余熱除去ボンプを設置 )

中間建屋

(電 動れ,助 給水ボンプを設置)

ター ビン動描助給水ボンプ

復水タンク

紺助給水ポンプ室給気系

主蒸気人気放出弁

主蒸気安全介

補助建星給気系

布,助 赳ど屋給気系

格納容器排気筒

その停止等により上位の安全重要度の設備

D運転に影響を及ぼす可能性のある星外の

資備

相助建屋給気系

中間建屋綸気系

主来気ヘ ング室綸気系

補助建星給気系

納 ,ノJ処屋給気系

降下火砕物の影響を受ける設綸 (屋外の1色殻、屋外に,H

口している施設、屋内の空気を機器内に取り込む施設)

ター ビン動補助綸水ポンプ

復水タンク

主来気大気放 出弁

主来′ス1安 全弁

格 41容器排気簡

安全機能の重要度分類

料築物、系統又は機器

京子炉冷却材圧カバウングリを構成する機器 配管 (1次冷却材系統 )

制御棒駆動装置圧カハツジング (二 次冷Й,材系)

F心支持格進物

燃料集合体

原子炉停止系の制御棒による系 (制御棒クラスタ、制御I書駆動系)

原子炉停止系

制御桜による系

化学体積制御設備のほう酸水,二人機能

非常用炉心冷却系のほう酸水注人機能

l世圧器安全弁 (開機協七)

唆留黙を除去する系統

奈黙除去系

れj助給水系

来気発生器2次側隔離弁までのと蒸気系 給水系

主来気逃がし弁 (手動逃が し機能)

上蒸気安全弁

lF“ ナH炉心冷却系

低に注人系 (余熱除去系)

高圧注人系

警l=注人系

京子炉格納容器

京F炉格納容器隔離弁

京子炉格納容器スル イ系

π=ュ ラス空気再循環設構 (ア ニュラス俳気ファン等)

た全hれ機室空気浄イヒ系

'「

燃性ガス濃度制御系

末子

“

格

“

→容器夢1気衛

機能

1)原子炉冷封〕材圧カパウングリ機能

2)過剰反応度の印力I防止機能

3)炉心形状の躙[持機能

1)原子炉の緊急停止機能

2)米臨界4と 特機能

3)原 子炉冷却材圧カバウングツの過圧防止

脱能

4)原子炉停止後の除諄I機能

5)炉 ,い冷歯,機能

6)放射性物質の閉じ込め機能、放射線の進
ヽい及び放出低減機能

セ義

その損傍又は政陣により発生す

る事象によつて、

(a)炉心の著しい損傷、又は

(b)燃料の大量の破損を引き赳

こすおそれのある1碑 築物、系統

及び機器

1)異常状態発生時に原子炉を

緊急に停上し、ア費留黙を除去

し、原子炉冷封〕材圧カバウング

)の過圧を防止し、販地周辺公

衆への過度の放射線の影響を防

止する構築物、系統及び機器

分F貞
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表 1。2 評価対象施設の抽出(2/3)

評イ0対象施設

安全保護系計装盤

補助建屋

(中 央制御望を設置)

中央制御室給気系

海水ポンプ

海水ス トレーナ (下 流の設確含む )

収水設備

デ ィーゼル処屋

(ディーゼル売定機を設置)

ア ィーゼル菱電機機 関

中央制御望給気系

パ ッテ )室給気系

計器川1空 気圧魚F機

中門盤屋綸気系

れ01,j資 ド屋給気系

燃料取扱建避

(使用済腔、料ビットを設置)

精ウj建屋

(使用済オ公料ビット冷
'11器

を設置)

補助建屋給気系

その停止等によりL位の安全重要度の設犠

7)運転に影響を及ぼす可能性のある歴外の

費,指

中央制御室給気系

取水設絡

ディーゼル発電機宝給気系

中央制御望給気系

パ ッテ 〃室給気系

11問 建慶給気系

補 B'J建 屋給気系

補りJ建 星給気系

降下火枠物の影響を受ける設船 (屋外の施設 屋外に lH

口しているt値設 屋内の空気を機器71に 取り込む施設)

安全保護系計装盤

海水ポンプ

滞水ス トレーナ (下 流の設備含む )

ディーゼル発電機

計器用空気に結機

安全機能の重要度分類

構築物、系縦又は1畿器

安全保護系

MS lF,,l連 のもの

出l御室及びその進べい 換気空調系

(中 央制御室井

“

川給気系統等 )

MS-1関 連のもの

原子アサ'精機冷却水系

lヽS-1関連のもの

原子炉補機冷
'寸

〕,五 米ヽ系 (海水ポンノ等)

lヽS-1関連のもの

フト常川所内費ュ源系 (アィーゼル菱電機等)

′ヽlヽ  lr封連のもの

,「 常用所内遭】虫系 (安全れtttμH閉器等)

直流楚腺系

MS-1関 連のもの

制御用空気圧縮設備

十ヒ学体積鮨I御設,甘 の抽出系 rTイ ヒ系

吹射性廃栗物処理施設 (放射能インベン トリの大きいもの)

l攻射性気体廃栞物処>,系

随用済燃料ビット (使 用済燃料ランクを含む。)

確t料収級設胡

`

大き止まり機能に関とをする剖I分

珈1圧器安全弁

加圧器逃がし弁

機 能

1)工学的安全施設及び原子炉停止系への作

ほ力信■の発生機能

2)安全 L特に重要な関連機能

1)原 子炉冷歯
'材

を内蔵する機能 (た だし、

原子炉冷封材圧カパツング )か ら除外されて

いる剖装等の小口径のもの及びパクンダ)に

直接接縦されていないものは際く。)

2)原子炉冷却材Lカバツングリに直接接縦

されていないものであつて、放射性物質を貯

蔽する機能

3)黙料を安全にl慎 り扱 う機能

1)安全弁及び逃かし弁の吹き止まり機能

定叢

2)安全上必須なその他の構築

物、系統及び機器

1)そ の損傷Xは故障により発

生する事索によって、炉心の著

しい損傷又は燃料の大量の破損

を直ちに引き起こすおそれはな

いが 敷地外への過度の放射挫

物質の放出のおそれのある糾菓

物 系統及び機器

2)通常辻t転時及び運転時の果

常な過渡変イヒ
'手

に作動を要求さ

lιるものであつて その厳陣に

より、炉心冷却が損なわれる可

能性の高い1碑 築物、系統及し`機

言洋

分 類
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表 1。2 評価対象施設の抽出(3/3)

・V価 対

“

t施設

,燃 料 収 替 州 水 タ ン ク

欄 助 建 農

(燃料取督用水ポンプを設置 )

布0班 建屋排気綺

外部 したへい建星

(力Ⅲ圧器逃が し弁及び加圧器後韓 ヒータを設置)

1:蒸 気ベ ング室給気系

中間建屋給気系

その停止等により上位の安全重要度の設備

の運転に影響を攻ぼす可能性のある屋外の

設備

桁助建屋排気綺

工泰気ベ ング室給気系

中問処産給気系

七作下火砕物の影響を受ける設備 (屋外の施設、座外に開

口している随J,、 屋内の空気を機器内に取り込むと住設)

安全

“

健能の重要度分類

構築物、系浄と又は機器

随川済燃料ビット禍給水系

燃料案合体搭下J版時ナ,(身 ,能〃メ出を低減する系、排気筒 (11助建屋)

よA文時監視訓器の一刊I

格納容器エ リアモニタ

llΠ 匡器逆がし弁 (手動

"H∵

≠機能)

加圧器ヒータ (後竹ヒータ)

加旭:器巡′′ヽし介元弁

“

J御室外原子炉停止4」くは

(安全停止に関連するもの)

計装百L省 試料採取管

1次冷当材ボンノ歿びその関連系

放狩l,■廃栗″〃処 ,'と に設

(放身i能イ ンベン トリの小 さい もの )

液体廃栞4夕,処理 系

固体廃栞物処,ど 系

せ来気系 ¶蠣H性弁以後〉

俗水系 (隔日L弁以う|〉

テ會電機 と大電線、変圧器、 l再 開所

原子″'Hl御系 原子炉剖喪 プ
=′

セス:1装

llよνj来気系

lll伽 州l上和

“

空気諜術 (MS-1ァメ外)

脳受冷却水系争

然料被覆管

fヒ学体殺1制御設1日 の浄イヒ系 (浄イヒ機能)

冷却材混床,ヽ 1に監誉

L口 圧器た
'と

が し弁 (自 野り,操 作 )

原子炉布ll御 系i「イトランク

キJ御14,引 抜14止 インター I」 ンク

fヒ 学体績 ll御 設lIの 充てル系

はう酸hれ給タンク

1次 冷ユ寸〕系綸給水設備

味予力莞的折緊急|ヤ対策所、試料採収系、通信連絡設備、放身lン漂監机設

l耐 、事数時監視計器の一皆卜、,ll火 系、安全避難通路 )F常用I照明

機 能

1)燃料ブール水の lヽ給機能

2)放射性″′,質放出の防止機能

1)JⅢ故
'キ

のフラント状態の把握機能

2)呉‖状態の緩和1“礎能

3)1刊 制〕室外からの安全停止機能

1)原 子炉冷J材保持機能

(PS ユ、PS 2)メ外のもの)

2)原子炉冷当〕材の循環機能

3)'メズ身1性物質の貯巌機能

4)電源供給機能 (,「 常用を除く)

5)プラン ト計Jll 制御機能 (蜜 全保設機能

と際 く。 )

6)ブラン トx曽転帝,'ノウ機能

1)核分裂生成物のlふ 子炉冷却材中への放樹文

方止機能

2,原子炉冷4材の浄イヒ機能

1)床予力J圧力の_L昇 の緩和機能

2)‖ 1カ に昇の狛J制 機能

9)原子″冷ナヽ1材の箱給機8化

1)緊急Ⅲう対策 L重要なもの及び異常状態の

肥催機能

大L叢

1,PS 2の 料築物、系統及

t卜 機器の損傷Xは故障により,1々

地周,を

'公
衆に

'え
る放射線の影

響を十分小さくするようにする

4ヽ築物、系縦及と`機器

2)果ヽ状態へのxl応 上十に雪

どとなh讐 築物、系縦及び機器

1)異常状態の建囚 ll象 となる

ものであつて、PS-1及 びP

S 2以外の伸
`築

物、系統及び

機器

2)原子炉冷歯
'材

中放射
～
」″ノ

'質
隆度を通常運転に文陣のない程

壁に低く獅jえ る糾築″/J 系縦L及

O韓器

1)運転時の異常なナ
`J渡

変イヒが

あつても、卜lS l MS‐ 2

とあいまつて、よ,イ

“

を″たれ
'る4ヽ築 物、系縦及び機器

2)果H状態へのx,応 上必要な

牌築物 系縦及び機どヽ

分 類
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図 1.3 評価

枠囲みの範囲は機密に係 る事項ですので公開することはできません。
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図 1.3 評価姑象施設(2/2)

枠囲みの範囲は機密に係 る事項ですので公開することはできません。
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2.4 評価すべき影響囚子の選定 と評価手法

(1)直接的影響

火山灰による直接的な影響因子については、原子力発電所の構造物への静

的負荷や化学的影響、粒子の衝突、水循環系の閉塞及びその内部における磨

耗、換気系、電気系及び計装制御系に対する機械的及び化学的影響、原子力

発電所周辺の大気汚染等の影響が考えられるが、高浜発電所 1,2号炉で想定

される火山灰の条件を考慮 し、表 1,3に示す項 目について評価を実施する。

①構造物への静的負荷 (降雨等の影響を含む)

建物 。構築物、屋外機器において、火山灰の堆積荷重 として影響を考慮

すべき要因である。火山灰の堆積を想定 し、構造物の許容応力値以下であ

ることを確認する。荷重条件 としては、降雨・降雪を考慮 し、湿潤状態の

火山灰荷重 と積雪荷重の組み合わせについて考慮する。なお、構造物の形

状等により火 山灰が堆積 しにくい場合は、火山灰の影響はないと判断す

る。

また、火 山灰の降灰 と設計基準事故が同時に発生する頻度は十分小 さ

いことか ら、設計基準事故荷重 と火山灰による荷重 との組合せは考慮 し

ない。

仮に、設計対象施設への影響が小 さく発生頻度が高い少量の火山灰の

降灰 と設計基準事故が同時に発生する場合、設計封象施設の うち設計基

準事故時荷重が生 じる施設 としては動的機器である海水ポンプが考えら

れるが、設計基準事故時においても海水ポンプの圧力、温度が変わらず、

機械的荷重が変化することはないため、設計基準事故時に生 じる荷重の

組合せは考慮 しない。

②構造物の化学的影響 (腐食)

建物 。構築物、屋外機器について、火山灰が付着接触し、火山灰から溶

出した成分によつて腐食が発生しないことを機器表面の塗装の有無等に

よって評価する。

③粒子の衝突

想定する火山灰は微小な粒子であり重量も小さく (粒径約 1■lm以下、

密度 1.5gんm3)、 竜巻の影響評価にて包絡されることから、衝突により建

物・構築物、屋外機器に影響を与える可能性はなく、個別の評価は不要で

ある。

④水循ガ衆―系の開塞

火山灰が内部流体中に混入する可能性を検討し、海水系のような混入

の可能性のある機器の狭除部に対して、火山灰の粒径との関係から流路

閉塞の可能性を評価する。

また、必要に応じて、海水を供給している下流の設備への影響につい

ても考慮する。
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⑤水循環系の内部における磨耗

水循環系において最も磨耗の影響を受けやすい箇所はライニングが施

されていない各冷却器の伝熱管と考えられるが、プラントの運用期間中

において海水取水中に含まれる砂等の磨耗によるトラブルは発生してい

ないこと、また火山灰は砂等に比べて破砕し易く※1硬度が小さい※2こ と

から、火山灰粒子による磨耗が設備に影響を与える可能性は小さいため、

個別の評価は不要である。
※1武若耕司 (2004):シ ラスコンクリートの特徴とその実用化の現状、コンクリートエ学、vd.42、 No.3、

p.38-47

※2恒 松修二・井上耕三。松 田応作 (1976):シラスを主原料とする結晶化ガラス、窯業協会誌 84[6]、

p.32-40

⑥水循乗系の化学的影響 (腐食)

火山灰成分が海水中に溶出した場合に懸念される化学的影響 (腐食)

について、短期的に影響がないことを防汚塗装の有無等により評価する。

また、必要に応じて、海水を供給している下流の設備への影響につい

ても考慮する。

⑦換気系、電気系及び計装制御系に対する機械的影響 (降雨等の影響を含

む )

屋外設備、屋外に開田部を有する設備について、屋外に連通する開口

部の形状等から、火山灰が侵入する可能性 と侵入 した場合の影響度を評

価する。

換気空調設備及び海水ポンプモータについては、フィルタが清掃又は

取替可能な構造 となつていること、また、閉塞の有無をッ点検できることを

確認する。

さらに、必要に応 じて換気系からの給気を供給 している範囲への影響

についても考慮する。

③換気系、電気系及び計装制御系に対する化学的影響 (腐食)

屋外設備について、火山灰の付着に伴う腐食により、その機能に影響
がないことを塗装の有無等によって評価する。

③発電所周辺の大気汚染

汚染された大気が換気空調系を通じて中央制御室に侵入し、居住性に

影響を与えないことを確認する。

⑩水質汚染 (給水の汚染)

発電所では純水装置により水処理した給水を使用しており、火山灰の

影響を受ける可能性のある海水や淡水を直接給水として使用していない。

また、給水は水質管理を行つており、給水の汚染が設備に影響を与える可

能性はないことから、個別の評価は不要である。

-13-



①絶縁低下

高浜発電所の開閉所は、ガス絶縁開閉装置を使用しており、開閉装置

本体に充電露出部はない。また、開閉装置の送電線側は、送電線引出ブッ
シングを経て碍子により支持している送電線路となっているが、降灰時

には巡視を強化し、必要により碍子洗浄装置により洗浄を実施する等の

姑応が可能である。さらに、絶縁破壊により外部電源が喪失した場合でも

非常用発電機等により電源の供給が可能であることから、個別の評価は

不要である。

なお、屋内の施設であつても、屋内の空気を取り込む機構を有する計

装盤については、影響がないことを確認する。

表 1,3 直接的影響因子の選定結果

※1武若耕司 (2004):シラスコンクリートの特徴とその実用化の現状、コンクリートエ学、vol.42、 No.3、 p.3847

※2恒松修二・井上耕三。松田応作 (1976):シ ラスを主原料とする結晶化ガラス、窯業協会誌 84[6]、 p.3240

(2)間接的影響

火山灰は広範囲に及ぶことから、広範囲に亘る送電網の損傷による長期の

外部電源喪失の可能性、原子力発電所へのアクセス制限事象が発生する可能

性 も考慮 し、間接的影響を評価する。

なお、上記の内容については、既提出資料から変更がないため、既提出資

料の うち 「1.4 評価すべき影響因子の選定と評価手法」に同じ。

影響を与える可能性のある因子 選定結果
詳細検討

すべき因子

l斉造物への静的負荷 (降雨等の影

響を含む)

時築物において火山灰による堆積荷重として影響を考慮すべき因子である。また、降雨、

降雪などにより水を含むことにより負荷が増大するため、湿潤状態における負荷を考慮す

る。

l青造物の化学的影響 (腐食) 堅外設備において影響を考慮すべき因子である。短期的に影響がないことを確認する。

眩子の衝突
発電所に到達する火山灰は微小な粒子であり、衝突荷重により施設に影響を与える可能性
十よ/1ヽ さい。

水循環系の閉塞

毎水中に漂 う火山灰については取水する可能性があるため、海水系において影響を考慮す
べき要因であり、狭降部等における閉塞の影響を考慮する。また、必要に応 じて、海水を

典給 している下流の設備への影響についても考慮する。

水循環系の内部における磨耗

水循環系において最も磨耗の影響を受けやすい箇所はライニングが施されていない各冷

却器の伝熱管と考えられるが、プラントの供用期間中において海水取水中に含まれる砂等
の磨耗によるトラブルは発生していない。火山灰は、砂等に比べて破砕し易く※1、 硬度が

小さい※2こ とから、火山灰粒子による磨耗が設備に影響を与える可能性は小さい。

水循r県―系の化学的影響 (腐食)

海水系において影響を考慮すべき因子であり、火山灰成分が海水中に溶出した場合に懸念

される腐食について短期的に影響がないことを確認する。また、必要に応じて、海水を供

給している下流の設備への影響についても考慮する。

換気系、電気系及び計装制御系に

対する機械的影響 (降雨等の影響

を含む)

屋外設備等において影響を考慮すべき因子である。なお、必要に応じて、換気系の給気を

供給している範囲への影響についても考慮する。

換気系、電気系及び計装制御系に

対する化学的影響 (腐食)

屋外設備等において影響を考慮すべき因子であり、短期的に影響がないことを確認する。

なお、必要に応じて、換気系の給気を供給している範囲への影響についても考慮する。

発電所周辺の大気汚染 外気を取 り入れている換気空調系において影響を考慮すべき因子である。

水質汚染 (給水の汚染)

発電所では、火山灰の影響を受ける可能性のある海水や淡水を給水として直接使用してお

らず、水質管理も行つていることから、給水の汚染が設備に影響を与える可能性はない。

絶縁低下

碍子洗浄装置により洗浄が可能である。また、絶縁低下により外部電源が喪失した場合て

もディーゼル発電機により電源の供給が可能である。なお、屋内の空気を取り込む機構を

有する計装盤については、影響がないことを確認する。

-14-



2.5 各評価対象施設の評価すべき影響因子の選定

評価すべき影響因子については、各評価対象施設ごとにそれぞれ異なるた

め、火山灰が影響を与える評価対象施設と影響因子の組合せを表 1.4に整理
し、各評価対象施設の特性 (構造や設置状況等)を踏まえて評価に必要な影

響因子を選定する。
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表 1.4 火山灰が影響を与える評価対象施設と影響因子の組合せ(1/2)

臨 :影響因子に対する個別評価を実施 ● :最大層厚見直 しに伴い評価結果に影響がある

※ :今後申請する工事計画にて評価結果を示す

(影響因子 として確認 しなくても良い理由)

① 荷重の影響を受けにくい構造 (堆積しにくい、堆積しても機能に有意な影響を受けにくい等)

② 腐食があっても、機能に有意な影響を受けにくい

③ 影響因子と直接関連しない

絶縁低下

一
③

一
③

一
③

一
③

一
③

一
③

の辺

染

周

汚

所

気

電

大

発

一
③

一
③

一
③

一
③

一
③

一
③

系

系

的
電ヽ気期攀的

廟朔嚇鍵
一
③

一
③

一
②

一
②

一
②

一
③

一
③

0

の
響縣親臓

水

化

一
③

一
③

一
③

一
③

一
③

一
③

一
③

一
③

一
③

一
③

働弾臓

一
③

一
③

一
③

雨

の
降

を

へ
く

響

＞

物

重

影

む

造

荷

の
含

構

的

等

静

●※

●※

●※

一
①

一
①

一
①

影響因子

対象施設

ヽ
補助建屋

　

ゼノレ建屋
、

屋
　
　
一

建
　
ヽ
イ

い
屋
デ

ヘ
建
　
ヽ

や
扱

屋

屋

し

取

建

建

都

料

間

御

外

燃

中

制

クンタ水

ク

用
ン
替

夕

取

水

料

復

靭

侮水ポンプ

弁出放気

＞

大

器

気

音

蒸

消

主

＜

弁全

，

安

管

気

気

蒸

排

主

＜

プンポ水

＞

給

管

助

出

補

放

動

気
ン
大

ビ

気
一
蒸

夕

く
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表 1,4 火山灰が影響を与える評価対象施設と影響因子の組合せ(2/2)

―
:影響因子に対する個別評価を実施  0:最 大層厚見直 しに伴い評価結果に影響がある

※ :今後申請する工事計画にて評価結果を示す

(影響因子 として確認 しなくても良い理由)

① 荷重の影響を受けにくい構造 (堆積しにくい、堆積しても機能に有意な影響を受けにくい等)

② 腐食があっても、機能に有意な影響を受けにくい

③ 影響因子と直接関連しない
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絶縁低下

一
③

一
③

一
③

一
③

一
③

一
③

発電所周辺の

大気汚染

一
③

一
③

一
③

一
③

一
③

一
③

系

系

的
電ヽ気期攀ｍ

廟期叫躙
一
②

一
②

一
③

一
③

一
②

一
②

一
③

一
③

一
③

の
響鶴期的

水

化

一
③

一
③

一
③

一
③

一
③

一
③

一
③

一
③

一
③

一
③

働蝉爾
一
②

一
②

一
②

一
②

一
②

一
③

一
③

雨

の
降

を

へ
く

響

＞

物

重

影

む

造

荷

の
含

構

的

等

静

一
①

一
①

一
①

一
①

一
①

① (屋内)

① (屋内)

影響因子

評価対象施設

機

，

電

器

発

音
ル
消

ゼ
　
ヽ

一
関

イ
機

いア
く

口入取

備

気

設

外

調

系

空

気

気

給

映

く

筒

筒

気

気

排

排

器

屋

容

建

納

助

格

補

取水設備

海水ス トレーナ

計器用空気圧縮機

麦全保護系計装盤



2.6 評価結果

(1)直接的影響の評価結果

表 1,4の影響因子に基づき評価 した結果は表 1.5の とお りであ り、評価対

象 となる全ての施設において、火山灰による直接的影響がないことを確認 し

た。なお、詳細な評価結果を個別評価 1～個別評価 14に示す。

・火山灰による堆積荷重に対 して、外部 しゃへい建屋、補助建屋、燃料取扱建

屋、中間建屋、ディーゼル建屋、制御建屋、復水タンク及び燃料取替用水タ

ンクの機能に影響を及ぼす ことのない設計 とすること、並びに海水ポンプ

(モータ)の健全J性が維持されることを確認 した。

・火山灰による化学的影響に対 して、外部 しゃへい建屋、補助建屋、燃料取扱

建屋、中間建屋、ディーゼル建屋、制御建屋、復水タンク、燃料取替用水タ

ンク及び海水ポンプ (モータ)等の健全性が維持されることを確認 した。

・火山灰により、海水ポンプ (モータ)、 海水ス トレーナ、取水設備及び原子炉

補機冷却海水系統等の安全上重要な設備が閉塞等の機械的影響によりその

機能を喪失 しないことを確認 した。

・火山灰が外気取入 口に侵入 した場合であっても、平型フィルタ、ダンパ閉止、

空調停止、閉回路循環運転によつて屋内への侵入を防止することとしてお り、

給気を供給する系統及び機器への影響を防止でき、さらに、中央制御室空調

系については、外気取入ダンパを開止 し閉回路循環運転をすることにより、

中央制御室の居住性に影響を及ぼさないことを確認 した。

・火山灰が確認 された場合は、必要に応 じて、原子力発電所内の構築物、系統

及び機器の点検並びに火山灰の除去等を行 うこととしている。

(2)間 接的影響の評価結果

高浜発電所 1号炉および 2号炉の各号炉の非常用所内交流電源設備は、各

号炉 2台のディーゼル発電機 とそれぞれに必要な耐震 Sク ラスの燃料油貯油

そ う (号炉当た り200kti2基 )を有 している。

これにより、7日 間の外部電源喪失に対 して、原子炉の停止、停止後のみ

却に係 る機能を担 うため、ディーゼル発電機の連続運転に必要な容量以上の

燃料を貯蔵する設備を有 し、必要 とされる電力の供給が継続できる構成 とな

つている。

2,7 まとめ

火山灰による直接的影響および間接的影響の うち、外部 しゃへい建屋、補

助建屋、燃料取扱建屋、中間建屋、ディーゼル建屋、制御建屋、復水タンク及

び燃料取替用水タンクの火山灰による堆積荷重に対 しては、機能に影響を及

ばすことのない設計 とすること、並びに上記以外の項 目について評価 した結
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果、火山灰による直接的および間接的影響はなく、原子炉施設の安全性を損

なうことはない。
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表 1.5 火山灰による直接的影響の評価結果

個別評価

①

②、③

④

⑤

⑥

⑦

③

⑨

⑩

①

⑫

⑩

⑭

評価内容

火山灰 (厚 さ27cm、 密度 15g/cm3)と積雪 (厚 さ 100cm、 密度 0.3g/cm3)を 考慮して発生する応力等が、許容限界を超えない設計とすることから
火山灰による構造物への静的負荷 (降雨等の影響を含む)が機能に影響を及ぼすことはない。また、外装塗柴が施されていることから、火山灰による
|ヒ学的腐食により直ちに機能に影響を及ばすことはない。

火山灰 (厚 さ 27cm、 密度 1.5g/cm3)と 積雪 (厚 さ 100cm、 密度 0,3g/cm3)の 堆積荷重 7,050N/m2で あり、発生する応力が復水及び燃料取替用水タ
ンクの許容応力より小さくなる設計 とすること、また外装塗装を施すことにより火山灰による化学的腐食により影響を及ぼすことのない設計とする
ため、当該タンクの安全性に影響を及ばすことはない。

火山灰が堆積 した場合に厳 しい条件になると考えられるモータフレームにおいて、発生する応力に対 し十分な裕度を有 してお り、機能に影響を及は

すことはない。 また、外装塗装及び防汚対策塗装が施されていることから、外面、内面及び水循環系ともに火山灰による化学的腐食により直ちに′協l

能に影響を及ばすことはない。ポンプ軸受には、異物逃がし溝を設けてお り、火山灰による軸固着等には至 らない。 電気系及び計装制御系について、

晦水ポンプモータの外気取入 口は火山灰が侵入 しにくい構造であること、また防塵フィルタ (約 5μ m)を設置 してお り、モータ内部に細かな粒径の

火山灰が侵入 した場合でも、電気系は全て耐食性のある樹脂で保護 されていること、また防塵フィルタは外部から点検可能であり必要に応 じて清掃
及び交換することにより除灰ができることから、機械的影響および化学的影響を受けることはなく、海水ポンプの機能に影響を及ばすことはない。

大気開放部には消音器が設置され、配管形状および消音器の構造から火山灰が直接配管内に侵入 しにくい構造であり、仮に直接配管内に侵入 し配管
を開塞させた場合でも、火山灰の荷重より主蒸気大気放出弁の噴出力が大きいことから、機能に影響を及ばすことはないぅ

主蒸気安全弁排気管は、配管形状より火山灰が直接配管内に侵入しにくい構造であり、仮に直接配管内に侵入し配管を閉塞させた場合でも、火山灰
の荷重より主蒸気安全弁の噴出力が大きいことから、機能に影響を及ぼすことはない。

タービン動補助給水ポンプの蒸気大気放出管は、火山灰が侵入しにくい構造であり、仮に一部侵入しても構造から閉塞することはなく、機能に影響
を及ばすことはない。

践関の吸入空気の流れは火山灰が侵入しにくい構造であり、また、層状フィルタにより火山灰が捕集されること、及び侵入した 場合でも火山灰の硬
壁が低く破砕しやすいことから、機能に影響を及ばすことはないぅ

l奥気空調設備の給気系外気取入口は、火山灰が侵入 した場合であつても、平型フィアレタ (5μ m)を設置 してお り、給気を供給する設備に対 して、火

山灰が与える影響は小さい。なお、中央制御室空調系については、外気取入ダンパを開止 し、外気隔離運転することにより、中央制御室の居住性が維

時されることを確認 している。また、各フィルタについては、各建屋等からのアクセス性がよく、必要に応 じて清掃及び交換することにより除灰が
できることを確認 した。

火山灰が格納容器υF気筒及び補助建屋排気筒に侵入 した場合であつても、排気筒の構造 l西己管径)か ら火山灰により閉塞することはない。また、外装
塗装等による対応を行つていることから、直ちに腐食により格納容器排気筒及び補助建屋排気筒の機能に影響を及ぼすことはない。

火山灰の粒径は十分小さく、除塵装置を開塞することはない。

火山灰の粒径は、ス トレーナのメッシュサイズよりも小さく、閉塞することはない。なお、ス トレーナのメッシュを通過 した火山灰粒子は、下流の機
器 (デ ィーゼル発電機磯関の冷却器、空調用冷凍機、原子炉補磯冷却水冷却器)に対して閉塞等の影響を与えることはない。また、外装塗装が施され
ていることから、直ちに腐食により機能を喪失することはない。

計器用空気圧縮機が設置された部屋は、中間建屋空調系にて空調管理 されてお り、本空調系の外気取入 口には、平型フィルタが設置されているが、
これに加えて下流にさらに細かな粒子を捕集可能な粗フィルタが設置されている。このため、他の空調系に比べて火山灰に対する高い防護性能を有
してお り、侵入する火山灰は微細なものに限られ、また火山灰は硬度が低 くもろいことから、招動部に侵入 した火山灰により磨耗が発生することは

なく、磨耗により招動都への影響はないことから、計器用空気圧縮機の機能に影響を及ぼすことはないハ

安全保護系計装盤が設置された部屋は、中央制御室空調系にて空調管理されてお り、本空調系の外気取入 口には平型フィルタが設置されているが、
これに加えて下流にさらに細かな粒子を捕集可能な粗フィルタが設置されている。このため、他の空調系に比べて火山灰に対する高い防護性能を右
してお り、侵入する火山灰は微細なものに限られ、建屋内に侵入する火山灰による影響は小さく、その付着等により短絡等を発生させる可能性はな
いことから、安全保護系計装盤の機能に影響を及ばすことはない。

対象設備

外部しゃへい建屋、補助建屋、
然料取扱建屋、中間建屋、
ドィ北

ヾ
ル建屋、制御建屋

便水タンク

然料取替用水タンク

篠水ポンプ

主蒸気大気放出弁 (消音器 )

主蒸気安全弁 (排気管 )

タービン動補助給水ポンプ

(蒸気大気放出管 )

ディーゼル発電機
(機関、消音器 )

突気空調設備

(給気系外気取入 口)

蕎納容器υF気筒
l南助建屋排気筒

萩水設備

毎水ス トレーナ

H十器用空気圧縮機

安全保護系計装盤
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個別評価-1

建物 。構築物に係 る影響評価

火山灰による建物 。構築物への影響について以下のとお り評価する。

(1)評価項目および内容

①構造物への静的負荷 (降雨等の影響を含む)

火山灰の堆積荷重により外部しゃへい建屋、原子炉周辺建屋、制御建屋及

び廃棄物処理建屋の健全性に影響がないことを評価する。なお、堆積荷重に

は、降雨及び降雪の影響も考慮し、火山灰 (湿潤状態)と積雪の組合せにつ

いても評価する。

②構造物の化学的影響 (腐食)

火山灰の構造物への付着や堆積による化学的腐食により構造物への影響

がないことを評価する。

(2)評価条件

①構造物への静的負荷

A)火山灰条件

a.密度 :1.5g/cm3(湿 潤状態)(火山灰の単位荷重は堆積量 lcm当 た

り 150N/m2)
b.降灰層厚 :27cm

積雪条件

.密度 :0.3g/cm3(積 雪の単位荷重は積雪量 lcm当た り30N/m2)※ 1

.積雪量 :100cm※ 2

1:福井県 建築基準法施行細則に基づく積雪の単位荷重を用いる。

2:火 山事象と積雪事象は独立の関係にある。組み合わせる積雪量については、建築基準法に基づき特

定行政庁 (各 自治体)が各地域の気象 (積雪)状況に応じた垂直積雪量を定めており、発電所が立

地する地域の気象条件により即した、設計に用いられる積雪量であることから、福井県建築基準法

施行細則の垂直積雪量「100cm」 (以下、「設計積雪」という。)を用いる。

(3)成立性の確認結果

①構造物への静的負荷

建物 。構築物について想定される火山灰の降灰層厚が許容層厚を超えな

いことを確認する。

火山灰による荷重については、30日 を目処に速やかに火山灰を除去す

ることから、建築基準法の積雪の考え方に基づき、短期の荷重として扱う。

許容層厚は以下いずれかの手法により算出する。

，

ａ

ｂ

※

※

Ｂ
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a.荷重による評価

鋼材の長期許容応力度に対する短期許容応力度の比が 1.5で あるこ

とから、常時作用する荷重及び降下火砕物等堆積による鉛直荷重の和

が設計時長期荷重の 1.5倍 に等 しくなる層厚

b.応力度による評価

常時作用する荷重及び降下火砕物等堆積による鉛直荷重の和により

発生する応力等が短期許容応力度等 と等 しくなる層厚

表-1に建物・構築物の許容層厚と火山灰の降灰層厚の比較を示す。

建物・構築物について、想定される火山灰の降灰層厚が許容層厚を超え

ないことから、火山灰による建物 。構築物への静的負荷 (降雨等の影響を

含む)が安全機能及び必要な機能に影響を及ぼすことはない。

表-1 建物・構築物の許容層厚 と火山灰の降灰層厚の比較

建屋 許容層厚 (cm)※ 降灰層厚 (cm)

外部 しゃへい建屋 100以上

27

原子炉補助建屋 39

燃料取扱建屋 42

中間建屋 100以上

ディーゼル建屋 48

制御建屋 39

※ :応力度による評価

②構造物への化学的影響 (腐食)

化学的影響については、外装塗装が施されていることから、火山灰によ
る化学的腐食により直ちに機能に影響を及ぼすことはない。
なお、長期的な影響については堆積した火山灰を除去し、除去後の点検

等において、必要に応じて補修作業を実施する。

以  上

- 22 -



個別評価-2

復水タンクに係る影響評価

火山灰による復水タンクヘの影響について、以下の条件に対 し機能を損 うこ

とのない設計とするため、安全性に影響を及ぼすことはない。

(1)構造物への静的負荷 (降雨等の影響を含む)

火山灰の堆積荷重により復水タンクの機能に影響を及ぼすことのない設

計とする。なお、堆積荷重には、降雪の影響も考慮し、火山灰と積雪の組み

合わせも考慮する。火山灰と積雪の荷重条件、並びに荷重評価の考え方は以

下のとおりとする。

①火山灰条件
a.密度 :1.5g/cm3(湿 潤状態)(火山灰の層厚 lcm当 たり150N/m2)
b。 堆積量 :27cm

②積雪条件
a.密度 10,3g/cm3(積 雪の単位荷重は lcm当たり30N/m2)※ 1

b.堆積量 :100cm※ 2

※1:福井県 建築基準法施行細則に基づく積雪の単位荷重を用いる。
※2:火 山事象と積雪事象は独立の関係にあることから、組み合わせる積雪量については同建築基準法の設計

積雪「100cm」 を用いる。

③火山灰と積雪の荷重条件
a.火山灰荷重=150(N/m2.cm)×27(cm)=4,050(N/m2)
b.積雪荷重=30(N/m2.cm)× 100(cm)=3,000(N/m2)
c.火山灰と積雪による堆積荷重 :7,050(N/m2)

④評価部位及び評価方法
a.復水タンクのタンク胴板及び屋根板を評価対象部位とし、火山灰と積

雪による荷重に姑して、応力評価を行う。評価モデルは胴板及び屋根板
をFEMに よリモデル化する。

復水タンクのFEM解析に用いる解析条件を以下に示す。
・解析コー ド MSC/NASTRAN
・解析モデル

屋根、胴等の板部材を板要素で、ラフター等を梁要素モデル化する。
b.許容応力は、JEAG4601‐ 1987に規定されるクラス2, 3容器の許容

応力状態ⅢASの許容応力に基づき評価する。

⑤成立性の確認結果

申請時の層厚 (25cm)でのFEM解析による発生応力と許容応力から許

容層厚を算出した結果、火山灰による構造物への静的荷重 (降雨等の影響
を含む)が機能に影響を及ぼすことはない。

許容層厚 (cm) 降灰層厚 (cm)

72。 7 27
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(2)構造物の化学的影響 (腐食 )

火山灰の復水タンクヘの付着や堆積による化学的影響 (腐食)に対 し、外

装塗装を施こすことにより、復水タンクの機能に影響を及ぼすことのない設

計とする。

以  上
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個別評価-3

燃料取替用水タンクに係 る影響評価

火山灰による燃料取替用水タンクヘの影響について、以下の条件に対 し機能

を損 うことのない設計 とするため、安全性に影響を及ぼすことはない。

(1)構造物への静的負荷 (降雨等の影響を含む )

火山灰の堆積荷重により燃料取替用水タンクの機能に影響を及ぼすこと

のない設計とする。なお、堆積荷重には、降雪の影響も考慮 し、火山灰 と積

雪の組み合わせ も考慮する。火山灰 と積雪の荷重条件、並びに荷重評価の考

え方は以下のとお りとする。

①火山灰条件
a.密度 :1.5g/cm3(湿 潤状態)(火山灰の層厚 lcm当 たり150N/m2)

b.堆積量 :27cm

②積雪条件
a.密度 :0.3g/cm3(積 雪の単位荷重は lcm当 たり30N/m2)※ 1

b。 堆積量 :100cm※ 2

※ 1:福井県 建築基準法施行細則に基づく積雪の単位荷重を用いる。

※2:火 山事象と積雪事象は独立の関係にあることから、組み合わせる積雪量については同建築基準法の設計

積雪「100cm」 を用いる。

③火山灰と積雪の荷重条件

a.火山灰荷重=150(N/m2.cm)× 27(cm)=4,050(N/m2)
b.積雪荷重=30(N/m2.cm)× 100(cm)=3,000(N/m2)
c.火山灰と積雪による堆積荷重 :7,050(N/m2)

④評価部位及び評価方法

a.燃料取替用水タンクのタンク胴板及び屋根板※を評価対象部位とし、

火山灰と積雪による荷重に対して、応力評価を行う。評価モデルは胴板

及び屋根板をFEMに よリモデル化する。

燃料取替用水タンクのFEM解析に用いる解析条件を以下に示す。
・解析コー ド MSC/NASTRAN
。解析モデル

屋根、胴等の板部材を板要素で、ラフター等を梁要素モデル化する。
※ :屋根板溶接部の脚長を屋根板の厚さに合わせている。

b.許容応力は、JEAG4601‐ 1987イこ規定されるクラス2, 3容器の許容

応力状態ⅢASの許容応力に基づき評価する。

⑤成立性の確認結果

申請時の層厚 (25cm)で のFEM解析による発生応力と許容応力から許

容層厚を算出した結果、火山灰による構造物への静的荷重 (降雨等の影響

を含む)が機能に影響を及ぼすことはない。

許容層厚 (cm) 降灰層厚 (cm)

28.6 27
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(2)構造物の化学的影響 (腐食 )

火山灰の燃料取替用水タンクヘの付着や堆積による化学的影響 (腐食)に
対 し、外装塗装を施こすことにより、燃料取替用水タンクの機能に影響を及

ぼすことのない設計 とする。

以 上
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個別評価-4

海水ポンプに係る影響評価

火山灰による海水ポンプヘの影響について以下のとお り評価する。

(1)評価項目及び内容

①構造物への静的負荷 (降雨等の影響を含む)

火山灰が堆積した場合に堆積荷重が厳しい条件となる海水ポンプモータ

フレームについて健全性に影響がないことを評価する。なお、堆積荷重には、

降雪の影響も考慮し、火山灰と積雪の組み合わせも考慮する。

②構造物の化学的影響 (腐食)

火山灰の海水ポンプヘの付着や堆積による化学的腐食により海水ポンプ

の機能への影響がないことを評価する。

③水循環系の閉塞による影響

火山灰が混入した海水を海水ポンプにより取水した場合に、流水部、軸受

部が閉塞し、機器の機能に影響がないことを評価する。

④水循環系の化学的影響 (腐食)

火山灰が混入した海水を海水ポンプにて取水することによる、内部構造

物の化学的影響 (腐食)により機器の機能に影響がないことを評価する。

⑤電気系及び計装制御系に対する機械的影響 (降雨等の影響を含む)

火山灰の電動機冷去「空気への侵入による閉塞等、機器の機能に影響がな

いことを評価する。

⑥電気系及び計装制御系に対する化学的影響 (腐食)

火山灰の電動機冷去,空気への侵入による、内部構造物の化学的影響 (腐食)

により機器の機能に影響がないことを評価する。

(2)評価条件

①火山灰条件
a.密度 :1.5g/cm3(湿潤状態)(火山灰の層厚 lcm当 たり150N/m2)

b。 堆積量 :27cm
c.粒径 :lmm以下

②積雪条件
a.密度 :0.3g/cm3(積雪の単位荷重は lcm当 たり30N/m2)※ 1

b.堆看責量 :100cm※ 2

※1: 福井県 建築基準法施行細則に基づく積雪の単位荷重を用いる。

※2:火山事象と積雪事象は独立の関係にあることから、組み合わせる積雪量については同建築基準法の設計

積雪「100cm」 を用いる。

③評価部位及び評価内容

火山灰堆積荷重の影響に係る評価部位は、荷重の影響を受けやすいモー
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タフレームとする。
モータフレームに生じる応力は、電動機上面の投影面積の最も大きい外

扇カバー全面に均等に火山灰が堆積した場合を想定し、その上で運転時荷重

(ポ ンプスラス ト荷重)が加わる状態で荷重評価の導出を行う。(こ こでは、

想定堆積荷重として、火山灰と積雪を組み合わせた荷重で算出する。)

(3)評価結果

①構造物への静的負荷 (降雨等の影響を含む )

火山灰 と積雪による堆積荷重に対する海水ポンプモータフレームについ

ての荷重評価を以下に示す。

a.火山灰 と積雪による堆積荷重

火山灰 と積雪による堆積荷重は外扇カバー全面に均等にかかるが、評

価モデルは外扇カバー重心位置への集中荷重 とする。

火山灰 と積雪の単位堆積荷重 :

(150N/m2× 27 cm)+(30N/m2xloo cm)=7,050N/m2
モータ上面面積 :1/4・ π×2.Om× 2.Om=3.15m2
モータ上面の火山灰 と積雪による堆積荷重 Fvは次のとお りとなる。

Fv=7,050× 3.15=2.24× 104(N)

b。 モータフレームに常時作用する荷重

モータ自重 と運転時荷重であるポンプスラス ト軸方向荷重をモータフ

レームに常時作用する荷重 として算出する。

モータ自重 Fd:4640kgX9,80665m/s2=4.55X104(Nl
ポンプスラス ト軸方向荷重 (運転時荷重 )

Fp:10000kg× 9.80665■1/s2=9.81× 104(Nl
モータフレームに常時作用する荷重 Hは次のとお りとなる。

F[=Fd+Fp=1・ 44× 105(Nl

c.モータフレームに作用す る曲げモーメン ト

Fv及び Hは モータフ レーム枠内に作用す る力であ り、モータの中心

(軸 中心上)を支点 として、最 も保守的なモーメン トを考慮す るために、

中心か らモー タフ レーム外枠までの距離 を作用 ,点 として曲げモーメン ト

を算出す る。

M==(Fv+H)×
:=(2.24×

104+1,44× 105)x鐸

=8,99× 107(N・ mm)

d。 モータフレームに生 じる曲げ応力

断面係数 Zは次のよ うに表す ことができるので、

Z=二生

(王

上
:言

二

〕
=為 ×

(型

墾聖
争元:堅

墾生

)=5.41×
106(mm3)
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モータフレームに生じる曲げ応力σbは次のとおりとなる。
M 8.99× 107

=16.6=17(MPa)σb Z  5.41× 106

e。 モータフレームに生 じる圧縮応力

フレームの断面積 Sは次のように表 され、

S=毒(D2_d2)=寺 (10802_10682)=2.02× 1041m■ 12)

モータフレームに生 じる圧縮応力 σcは以下のとお りとなる。

Fv+H  2.24× 104+1.44× 105
=8.24=9(MPa)σ c

S 2.02× 104

f。 結論

火山灰 (積雪)が堆積 した場合に上部に位置 し荷童の影響や運転状態

でのポンプの軸方向荷重の影響も受けるモータフレームにおいて、湿潤

状態の火山灰 (厚 さ 27cm、 密度 1.5g/cm3)と 建築基準法における設計積

雪 (厚 さ 100cm、 密度 0。 3g/cm3)の組み合わせによる堆積荷重 7,050N/m2

により発生する応力に対 し、」EAG4601‐ 1987の 「その他支持構造物」に

おけるⅢASに基づ く許容応力 と比較 し、いずれも十分な裕度を有 してお

り、機能に影響を及ぼすことはない。

表 1 海水ポンプモータに対する火山灰の堆積荷重による応力評価

※ :」EAG4601‐ 1987の 「その他の支持構造物」におけるⅢASの許容応力

表 2 モータの仕様

項 目 条件

モータ全質量m 4,640kg

ポンプスラス ト (常用)P 下 向 10.Oton

フレーム外寸 1,080■114

フレーム内寸 1,068■114

モータフレーム

に生 じる応力
算定応力(MPa)
(火 山灰+積雪)

許容応力※

(MPa)
裕度

(火 山灰十積雪)

結果

曲げ応力 17 282 16 ○

圧縮応力 9 244 27 ○

- 29 -



火山灰+積雪

M

at方向

//

:r

図 1 海水ポンプモータフレーム構造

②構造物の化学的影響 (降雨等の影響を含む)

外装塗装が施されていることから、火山灰による化学的腐食により直ち

に機能に影響を及ぼすことはない。

また、長期的な影響については堆積した火山灰を除去し、除去後の点検に

おいて、必要に応じて補修作業を実施する。

③水循環系の閉塞による影響

海水ポンプ軸受潤滑水は、海水ポンプ出日配管から分岐 し、ス トレーナ

(メ ッシュ間隔 :1号炉 :約 3mm、 2号炉 :約 lmm)を介 して保護管から各

軸受に注入 される。ス トレーナは 2系統設置 してお り、海水ポンプ運転中に

必要に応 じて通水ラインを切 り替えることができ、清掃を実施することも可

能である。
ス トレーナは、ス トレーナ以降の設備 に影響を与えるものを除去できる

ように設計 されてお り、ス トレーナを通過するものは、以降の設備に影響を

与えることはない。

想定する火山灰の粒径は、lmm以下であり、ほとんどの火山灰はス トレ

ーナを通過することになり、閉塞には至 らない。また、軸受部には、異物逃

がし溝 (上部 。中間軸受 :約 3。 7mm以上、下部軸受 :約 4.5mm以上)が
設けられてお り、閉塞には至 らない。
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非常用

タンク

S S

モータ

淡水

図 2 海水ポンプ軸受潤滑水系統概略図

すきま

軸受シェル

主軸

異物逃がし溝

上部・中間部軸受

間隙

上部・中間部 :3.7mm以 上 (異物逃がし溝 )

流水部

狭隆部 :約 79mm

下部軸受

間隙 4.5mm以 上 (異物逃がし溝 )

図 3 海水ポンプ軸受構造図

④水循環系の化学的影響 (腐食)

海水系の化学的影響については、海水ポンプは防汚塗装等の対応を実施

しており、海水と金属が直接接することはないため、腐食により海水ポンプ

の機能に影響を及ぼすことはない。
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⑤電気系及び計装制御系に対する機械的影響 (降雨等の影響を含む)

外気を取り入れる開放型の海水ポンプモータでは、吸気系の開田部から

直接雨や雪、粉塵等が電動機内部まで侵入しないよう、屋外での設置に影響

を受けない構造設計となっている。

海水ポンプモータは、外気を屋外カバー底面の吸気 口より下から吸気す

るため火山灰が入 りにくい構造であ り、屋外カバー内部の通風路は粉塵、雨、

雪等が内部に侵入 しにくいように仕切板等により 3回通風方向が 90° 以上

曲折 し急変する構造 としている (※ 1)。 火山灰の密度は比較的大きく、水分

を含んだ火山灰はさらに密度が増すため、構造的にモータ内部まで侵入する

ことは考えにくい。

また、モータ内部への異物の侵入を防止するため、屋外カバー内には防塵

フィルタ (濾材には吸湿しにくく洗浄乾燥が可能な合成樹脂繊維を使用)が

設置されており、粒径が約 5μ mよ り大きい粒子を捕集できる性能を有し

ている。このため、ほとんどの火山灰については防塵フィルタにより侵入を

阻止することが可能であり、フィルタを通過した細かな粒径の火山灰がモー

タ内部へ侵入した場合でも、モータ内部の通風路 (固定子コアと回転子コア

間 1.2mm、 コアダクト間 10mm)が閉塞することはない。

さらに、防塵フィルタに火山灰が付着 した場合でも、外部ッ点検 口から,点検

することが可能であること、海水ポンプモータは号炉あた り4台設置 されて

お り、必要に応 じて予備機 と切 り替えて防塵フィルタの清掃や取替えを行 う

ことも可能である。

なお、海水ポンプモータ上下の軸貫通部についても、軸受油槽で密封 され

ていることか ら軸貫通部からモータ内部に火山灰が侵入することはない。

以上のことから、火山灰により海水ポンプモータに機械的な影響を及ぼ

すことはない。
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図 4 海水ポンプモータの冷却方式
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よ り発生する内気の流れ

1部 ランナー

(主軸) カバー

入気冷却戸■の流れ

下部ブラケット
(下 群ブラケット) (ヽ 郎

'8楢

)

濁滑,臨量12(I)
ブラケ ド奪憩受

(底板)

tキ

(底板)

主輸とカップリングの回転

によけ発生する外気の流れ

図 5 海水ポンプモータの軸受構造図

(※ 1)NEW仏 規格 (Weather Protected ttpe Ⅱ)の概要

①吸気日から取り入れられた冷却空気は、電動機内部に入るまでに 3回急変 (90° 以
上)の曲折により空気中に含まれている水滴等を切る構造となつている。

②吸気口は強風により雨・雪等が内部に吹きこまないように、吹抜けを設けている。
③通風路内部の風速を小さくする部分を設けて、そこで水滴等を切る構造となっている。

ケーンソク
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（
‐―

伸

J

L_ヽ
‐

1＼

主軸と油筒F冑1の隙間 3rm
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口出線

固定子コイル

'妥

続詞
囲宝子コア

固定子コイル

固定子コアと

回転子コア間 12m
暦l定子aァ

回転子 ヨア

固定子コアダク ト間 Ю雨

図 6 海水ポンプモータの内部構造

⑥電気系及び計装制御系に対する化学的影響 (腐食 )

前述のとお り、海水ポンプモータは、外気を屋外カバー底面の吸気 口より

下から吸気するため、火山灰が入 りにくい構造であること、火山灰の密度は

比較的大きく、水分を含んだ火山灰はさらに密度が増すため、構造的にモー

タ内部まで侵入することは考えにくいが、浮遊 した一部の火山灰が内部へ侵

入することも考えられるため、ここでは防声_フ ィルタを通過 した火山灰がモ

ータ内部へ侵入 した場合を想定 し、化学的影響について評価する。

屋外設備である海水ポンプモータについては、最 も厳 しい腐食ガ衆―境にさ

らされるため、外表面と内部は全てエポキシ系や ウレタン系の塗料が複数層

で膜厚 100 μ m以上塗付 されている。エポキシ系およびウレタン系は耐食性

が強く、腐食性を有する火山灰が付着 したとしても化学的腐食により機能に

影響を及ぼすことはない。

さらに、防塵フィルタを通過 した細かな粒径の火山灰がモータ内部にま

で侵入 した場合でも、固定子巻線 と固定子コアはエポキシレジンで全含浸方

式 と呼ばれる真空含浸処理が施 されてお り、また回転子コアについてもエポ

キシ系の樹脂が施 され保護 されてお り、化学的影響を及ぼすことはない。

以上のことから、火山灰により海水ポンプモータに化学的な影響を及ぼ

す ことはない。

以 上
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個別評価-5

主蒸気大気放出弁 (消音器)に係 る影響評価

火山灰による主蒸気大気放出弁 (消音器)への影響について以下のとおり評価

する。

(1)評価項 目及び内容

①換気系に姑する機械的影響 (降雨等の影響を含む )

火山灰の主蒸気大気放出弁消音器への侵入により、機器の機能に影響が

ないことを評価する。具体的には、主蒸気大気放出弁は、火山灰が主蒸気大

気放出弁出日配管に侵入 しにくい構造であることと、及び主蒸気大気放出弁

の噴出力が火山灰の重量よりも大きいことを確認する。

(2)評価条件

①火山灰条件
a.密度 :1.5g/cm3(湿 潤状態)(火山灰の層厚 lcm当 たり150N/m2)

b.堆積量 :27cm
②積雪条件

a.密度 :0.3g/cm3(積 雪の単位荷重は lcm当たり30N/m2)※ 1

b.堆積量 :100cm※ 2

※1:福井県 建築基準法施行細則に基づく積雪の単位荷重を用いる。

※2:火山事象と積雪事象は独立の関係にあることから、組み合わせる積雪量については同建築基準法の設計

積雪「100cm」 を用いる。

(3)評価結果

①換気系に対する機械的影響 (降雨等の影響を含む)

消音器の構造は図 1の通リパンチ穴が空いたディフューザーと吸音材が

入つた多孔板で構成されている。
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吸音材

多孔板

ァィフュ

φ1870mm

3050mm

φ500mm

、ヽ次
´
_

図 1 主蒸気大気放出弁消音器の構造図

仮に火山灰が主蒸気大気放出弁出日配管内に侵入 し、配管を閉塞 させた

場合についても以下のとお り評価する。

主蒸気大気放出弁の噴出力の評価においては、想定堆積荷重である湿潤

状態の火山灰 (厚 さ 27cm、 密度 1.5g/cm3)と 建築基準法における設計積雪

(厚 さ 100cm、 密度 0.3g/cm3)の組み合わせ荷重が加わるとして確認する。

主蒸気大気放出弁の出日配管外径 φ273.lmmであることから、火山灰の

堆積荷重は以下のとお りである。

T〔 ×ど
望
等
聖
ち
2× (27)(1.5+100× 0.3)≒ 41,298(g)≒ 42(kg)

主蒸気大気放出弁の噴出力は、クールダウン末期の 177℃の飽和圧力

である 8.5kg/cm2と 、弁出口側の流体通過断面積が約 180cm2ょ り、以下

のとお りである。

8。 5× 180=1530(kg)

以上より、火山灰が直接配管内に侵入 し、仮に配管を閉塞させた場合でも、

火山灰 (湿潤状態)と積雪の組み合わせ荷重よりも主蒸気大気放出弁の噴出

力が十分大きいことから、主蒸気大気放出弁の機能に影響を及ぼすことはな

ヤ`。
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〇

⇔

01

0273
ドレン管

Φ500mm

主慕気大気放出弁

主恭気大気放出弁元弁

図2 主蒸気大気放出弁出口配管形状および消音器の構造

また、各主蒸気大気放出弁消音器の設置状況より、火山灰の周辺の構築物
からの落下による侵入等は考えにくい。

左からAループ、Bループ、Cループ 左からCループ、Aループ、Bループ

図 3 主蒸気大気放出弁消音器の設置状況 (左 1号炉、右 2号炉 (各 3系統))

以  上

消音器

火山灰火山灰荷重

42 kg

1530kg Ｒ
Ｈ
＝
Ｕ

∩
Ｈ
川
凹
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個別評価-6

主蒸気安全弁排気管に係 る影響評価

火山灰による主蒸気安全弁排気管への影響について以下のとお り評価する。

(1)評価項目及び内容

①換気系に対する機械的影響 (降雨等の影響を含む)

火山灰の主蒸気安全弁排気管への侵入により、機器の機能に影響がない

ことを評価する。具体的には、主蒸気安全弁は、火山灰が侵入しにくい構造

であることと、及び主蒸気安全弁の噴出力が火山灰の重量よりも大きいこと

を確認する。

(2)評価条件

①火山灰条件
a.密度 :1.5g/cm3(湿潤状態)(火山灰の層厚 lcm当たり150N/m2)

b.堆積量 :27cm
②積雪条件

a。 密度 :0。 3g/cm3(積雪の単位荷重は lcm当 たり30N/m2)※ 1

b。  堆積 量 :100cm※ 2

※1: 福井県 建築基準法施行細則に基づく積雪の単位荷重を用いる。

※2:火山事象と積雪事象は独立の関係にあることから、組み合わせる積雪量については同建築基準法の設計

積雪 「100cm」 を用いる。

(3)評価結果

①換気系に対する機械的影響 (降雨等の影響を含む)

主蒸気安全弁の排気管は図 1の ように配管が接続される構造となつてい

る。

仮に火山灰が主蒸気安全弁排気管内部に侵入したと仮定すると、大部分

はドレン受皿に溜まり、一部主蒸気安全弁の弁出口管に侵入するが、火山灰

により出口配管を開塞させることはないと考えられるため、主蒸気安全弁の

蒸気放出機能に影響を与えることはない。
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)

φ406 4mm

火山灰

φ216 3mm

ドレン管
φ272mm

図 1 主蒸気安全弁排気管の構造図

なお、仮に火山灰が主蒸気安全弁出日配管内に侵入 し、配管を閉塞 させた

場合についても以下のとお り評価する。

主蒸気安全弁の噴出力の評価においては、想定堆積荷重である湿潤状態

の火山灰 (厚 さ 27cm、 密度 1.5g/cm3)と 建築基準法における設計積雪 (厚

さ 100cm、 密度 0。 3g/cm3)の組み合わせ荷重により評価する。

主蒸気安全弁の出日配管外径 φ21.63cmで あることから、火山灰の堆積

荷重は以下のとお りである。

1[xど翌
琴
笙も2)((27)(1.5+109× 0・3)≒ 25906(g)≒ 26(kg)

主蒸気安全弁の噴出力は、弁の噴出圧力 76.3kg/cm2と 、弁出口側の流

体通過断面積が約 323cm2で ぁることか ら、以下の とお りである。

76。3X323=24644(kg)

以上より、火山灰が直接配管内に侵入し、仮に配管を閉塞させた場合でも、

火山灰 (湿潤状態)と 積雪の組み合わせ荷重よりも主蒸気安全弁の噴出力が

十分大きいことから、主蒸気安全弁の機能に影響を及ばすことはない。
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噴出力

火山灰荷重

26kg

24,644k9

火山灰

~l~ ~l~

φ406.4mm

φ216.3m ドレン管
φ27.2mm

203mm

図2 主蒸気安全弁出日配管および排気管の構造

図 3 主蒸気安全弁 (排気管)の設置状況 (1号炉 )
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個別評価-7

ター ビン動補助給水ポンプ蒸気大気放出管に係る影響評価

火山灰によるター ビン動補助給水ポンプ蒸気大気放出管への影響について以

下のとお り評価する。

(1)評価項目及び内容

①換気系に対する機械的影響 (降雨等の影響を含む)

火山灰のタービン動補助給水ポンプ蒸気大気放出管への侵入により、機

器の機能に影響がないことを評価する。具体的には、タービン動補助給水ポ

ンプ蒸気大気放出管は、火山灰が侵入しにくい構造であることを確認する。

(2)評価条件

①火山灰条件

a.密度 :1.5g/cm3(湿 潤状態)(火山灰の層厚 lcm当 たり150N/m2)

b.堆積量 :27cm

(3)評価結果

①換気系に対する機械的影響 (降雨等の影響を含む)

タービン動補助給水ポンプの蒸気大気放出管は、火山灰が直接侵入しに

くい構造であり、仮に一部火山灰が侵入した場合でも、配管の構造等から閉

塞することなく機能に影響を及ぼすことはない。

タービン動補助給水ポンプの蒸気大気放出管の設置状況を図 1に、蒸気

大気放出管の構造を図 2に各々示す。

図 1 タービン動補助給水ポンプ蒸気大気放出管の設置状況
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ゆ287_4m附

700,Om『n

ドレン管
ゆ14.9子■m

図2 タービン動補助給水ポンプ蒸気大気放出管の構造

以  上
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個別評価-8

ディーゼル発電機に係 る影響評価

火山灰によるディーゼル発電機への影響について以下のとお り評価する。

(1)評価項目及び内容

①換気系、電気系及び計装制御系に対する機械的影響 (降雨等の影響を含む)

火山灰のディーゼル発電機への侵入等により、機器の機能に影響がない

ことを評価する。

(2)評価条件

①火山灰条件

a.密度 :1.5g/cm3(湿 潤状態)(火 山灰の層厚 lcm当 た り 150N/m2)
b.堆積量 :27cm
c.粒径 :lmm以下

(3)評価結果

①換気系、電気系及び計装制御系に対する機械的影響 (降雨等の影響を含む)

図 1に示す とお り、ディーゼル発電機機関の吸入空気の流れは下から吸

い上げる構造 となつてお り、火山灰が侵入 しにくい構造であ り、水分を含ん

だ火山灰は密度が増 し、さらに侵入する可能性は小 さくなる。さらに、フィ

ルタにより粒径 0。036mm以上のものは 90%以上捕集できる。

仮に過給機 に火山灰が侵入 しても、過給機における狭崎部はコンプレン

サホイル とケーシングの間隙 (0。24mm)であり、想定する火山灰は侵入す

る可能性があるが火山灰は破砕 しやす く、硬度が低いことから過給機を磨耗

させることはない。

また、機関吸気に火山灰等の固形物が混入 した場合でも、シ リングライナ

ー及 び ピス トン リングは磨耗 に強 い鋳鉄 (ブ リネル硬 さ※1230程
度

(SUS180程度))であること、火山灰は砂 と比較 して破砕 しやす く
※2硬

度

が低 く
※3、

定期検査ごとに行な うシリングライナー及びピス トンリングの

点検においても砂等による有意な磨耗影響は確認 されていない。長期的な影

響についても、シリングライナー及びピス トンの間隙内へ侵入 した火山灰は、

シリングとピス トン双方の招動運動が繰 り返されるごとに、さらに細かな粒

子に破砕 され、破砕 された粒子はシリングライナー及びピス トンジング間隙

に付着 している潤滑油により機関外へ除去 されること、また火山灰が燃焼室

内に一時的に滞留 したとしても、り,気ガスと共に大気へ放出されることから、

火山灰粒子による長期的な影響も小 さいと考えられる。

なお、吸気消音器及び空気冷却器 (空気側)についても、狭除部等はなく、

火山灰により、機能に影響を及ぼすことはない。
※1ブリネル硬さとは、一般的に金属等の工業材料に用いられる硬さの単位

※2武若耕司(2004):シラスコンクリートの特徴とその実用化の現状、コンクリートエ学、vol.42、 No.3、 p.38‐

47

※3恒松修二・井上耕三・松田応作(1976):シラスを主原料とする結晶化ガラス、窯業協会誌 84[6]、 p.32-40
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図1 ディーゼル発電機機関の吸入空気の流れ

(4)関連設備への影響

ディーゼル発電機の関連設備 として、ディーゼル発電機燃料油貯油そ う

がある。

ディーゼル発電機燃料油貯油そ うは地下タンクであ り、火山灰による直

接的影響を受けないが、ベン ト管については屋外にあることから、ディーゼ

ル発電機燃料油貯油そ うのベン ト管は、開口部を下向きととし、火山灰が侵

入 しにくい構造 とするため、安全性に影響を及ぼすことはない。

さらに、ディーゼル発電機機関の燃料油系統には燃料泊こし器
※があり、

運転に影響がある大きさの異物は除去される。

なお、燃料油フィルタはス トレーナが 2台ずつ設置 されてお り、切替えも

可能である。

(※)燃料油こし器の網 目 :120メ ッシュ、200メ ッシュ

以  上

僚黙苫 7イ ン

',簡

:1)0轟 前
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個別評価-9

換気空調設備 (給気系外気取入 口)に係る影響評価

火山灰による換気空調設備 (給気系外気取入 口)への影響について以下のとお

り評価する。

(1)評価項目及び内容

①換気系、電気系及び計装制御系に対する機械的影響 (降雨等の影響を含む)

火山灰の換気空調設備 (給気系外気取入口)への侵入等により、機器の機

能に影響がないことを評価する。

<評価対象設備 >
・換気空調設備 (給気系外気取入 口)

[中央制御室換気設備、ディーゼル発電機室換気空調設備、中間建屋換

気空調設備、主蒸気ヘ ッグ室換気空調設備、原子炉格納容器換気設

備、補助建屋換気設備、バ ンテ リ室換気空調設備 ]

②発電所周辺の大気汚染

火山灰により汚染された発電所周辺の大気が換気空調設備を経て運転員

が常駐している中央制御室の居住性に影響がないことを評価する。

中央制御室換気設備は、火山灰が降灰した際に閉回路循環運転により外

気の取り込みを一時的に停止することが可能であるが、その場合の中央制御

室内の居住性について、中央制御室内に滞在する運転員の操作環境の劣化を

防ぐために、酸素濃度及び炭酸ガス濃度の評価を行う。

(2)評価条件

①火山灰条件

a.密度 :1.5g/cm3(湿潤状態)(火山灰の層厚 lcm当た り 150N/m2)

b.堆積量 :27cm
c。 粒径 :lmm以下

(3)評価結果

①換気系、電気系及び計装制御系に対する機械的影響 (降雨等の影響を含む )

図 1に示す とお り、各換気空調設備の給気系外気取入 口は、火山灰が直接

侵入 しにくい構造であり、水分を含んだ火山灰は密度が増 し、さらに侵入す

る可能性は小 さくなる。

また、各外気取入 口には平型フィルタが設置 されてお り、火山灰が外気取

入 口に侵入 した場合であっても、平型フィルタは、数 μmォーダーの粒子に

対 し除塵効率が 9割程度あ り、フィルタより大きな火山灰が除去されること

から、給気を供給する系統及び機器に対 して火山灰が与える影響は小さいと

考えられる。図 2に示す とお り、各フィルタについては、各建屋等からのア

クセス性がよく、必要に応 じて清掃及び交換することにより除灰ができるこ

とも確認 している。
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屋内への火山灰の侵入について、外気を取り入れしている空調系統として、

中央制御室換気設備、ディーゼル発電機室換気空調設備、中間建屋換気空調

設備、主蒸気ヘッダ室換気空調設備、原子炉格納容器換気設備、補助建屋換

気設備、バンテリ室換気空調設備がある。

各外気取入 日には平型フィルタ (主 として粒径が 5μ mよ り大きい粒子を

捕集可能)を設置 しているため、火山灰が外気取入 口に到達 した場合であっ

ても、一定以上の粒径の火山灰については、平型フィルタにより侵入を阻止

することが可能である。

なお、フィルタよりも小 さな火山灰が室内へ侵入する可能性が考えられ

るが、上記の系統の うち、外気取入用ダンパが設置 されてお り閉回路循環運

転が可能である中央制御室、リレー室の空調系については、火山灰の侵入が

想定される場合には、外気取入ダンパを閉上 し、閉回路循秦運転を行 うこと

により、火山灰の侵入を阻止することが可能である。

平翌フィルタ

空気の流れ 空気の流れ

ダクト

図 1 中央制御室外気取入 口の空気の流れ

Ｅ

′ヽ
ぬ

，ヽ

‥
Ｌ
″
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図2 換気空調設備の外気取入口へのアクセス例

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

②発電所周辺の大気汚染

中央制御室換気設備については、外気取入ダンパを開止し、外気隔離運転

することも可能であり、その場合でも中央制御室の居住性が維持されること

を確認している。 (図 3参照)

a.酸素濃度
「空気調和・衛生工学便覧 空調設備篇」に基づき、酸素濃度は表 1の と

おり 339時間外気取入を遮断したままでも、中央制御室内に滞在する運転

員の操作ガ呆―境に影響を与えないことを確認した。

表 1 中央制御室の酸素濃度評価結果

(評価条件 )

・在室人員 15名
。中央制御室バ ウングリ内体積 17,100m3
・空気流入はないものとして評価する。
・初期酸素濃度 20。95%
・ 1人当た りの呼吸量は、事故時の運転操作を想定 し、歩行時の呼吸

量を適用 して、24宅/minと する。

・ 1人当た りの酸素消費量は、呼気の酸素濃度 :16。40%と して、

65.52宅/hとする。
・許容酸素濃度 19%以上 (鉱山保安法施行規則から)

b。 炭酸ガス濃度
「空気調和 。衛生工学便覧 空調設備篇」に基づき、炭酸ガス濃度は表 2

のとお り66時間外気取入れを遮断 したままでも、中央制御室内に滞在する

時間 12時間 24時間 36時間 339日寺間

酸素濃度 20.88 % 20。81 % 20。 74 % 19.00 %
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時間 12時間 24時間 36時間 66時間

炭酸ガス濃度 0.079 % 0。 127 % 0。 176 % 0。999 %

運転員の操作環境に影響を与えないことを確認 した。

表 2 中央制御室の炭酸ガス濃度評価結果

(評価条件 )

。在室人員 15名
。中央制御室バ ウンダリ内体積 17,100m3
・空気流入はないものとして評価する。

・初期炭酸ガス濃度 0.03%
。1人当た りの炭酸ガス吐出量は、事故時の運転操作を想定 し、中等

作業時の吐出量を適用 して、0。046m3/hとする。

・許容炭酸ガス濃度 1.0%以下 (鉱山保安法施行規則から)

- 49 -



大気ヘ

大気へ

大気より

大気 より

(卜 外気取入日

<卜 大気放出日
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チャヨールフィルタ

□
?よ粒子フィルタ

匹互]粗フィルタ

題豆∃
冷水冷却ヨイル

囮 加熟 コイル

中央制御室非常用

循環設備

(通常時運転モー ド)

中央制御室非常用

循環設備

(非常時運転モー ド)

図 3 中央制御室換気設備 概略系統図
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個別評価-10

排気筒に係 る影響評価

火山灰によるり

'気

筒 (格納容器排気筒、補助建屋排気筒)への影響について以

下のとお り評価する。

(1)評価項目及び内容

①換気系、電気系及び計装制御系に対する機械的影響 (降雨等の影響を含む)

火山灰の排気筒への侵入により、排気筒への機能に影響がないことを評

価する。具体的には、排気筒の排気速度が火山灰の降下速度よりも大きく、

火山灰が排気筒へ侵入しないことを確認する。また、火山灰が侵入したとし

ても流路が閉塞しないことを確認する。

②換気系に対する化学的影響 (腐食)

火山灰の付着に伴う構造物の腐食により、排気筒の機能に影響がないこ

とを評価する。

(2)評価条件

①火山灰条件

a.密度 :1.5g/cm3(湿 潤状態)(火 山灰の層厚 lcm当 た り 150N/m2)

b.堆積量 :27cm
c.粒径 :lmm以下

(3)評価結果

①換気系、電気系及び計装制御系に対する機械的影響 (降雨等の影響を含む)

火山灰の降下速度と排気筒の排気速度の評価について以下に示す。

a.火山灰の降下速度

火山灰粒子の降下速度を単粒子の自由降下※と考えてモデル化し、以下の

とおり導出する。

降下速度Wf(m/s)は 次式で表される。

生×二上×
3 Cw

Wf
pK pL×

dK

重力力日速度 g=9.80665(m/s2)

抵ケこイ系数 Cw=0.44

粒子密度 pK=1500(kg/m3)

空気密度 pL=1'1(kg/m3)

粒子径 dK(m)

本評価では排気筒の排気速度 (吹き出し風速)と の比較を行 うことから、

降下速度が大きいほど保守的となるため、上式より粒子密度 と粒子径はいず

れも大きい方が降下速度も大きくなる。

pL
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そのため、本評価では想定される火山灰の特性 として設定された、湿潤密

度 1,500kg/m3(1.5g/cm3)、 粒子径 0。001m(lmm)の 火山灰粒子を用いて降下

速度を算出すると以下となる。

Wf=

(※)単粒子が静上した気体中を自由落下し、粒子の流体抵抗、重力及び浮力の間に

釣 り合いの状態が生じたときの粒子の速度

【参考文献】「流体―固体二相流―空気輸送と水力輸送一」日刊工業新聞社 森川敬信 著

b.各排気筒の排気速度

高浜 1、 2号炉の補助建屋排気筒は常時排気があり、格納容器排気筒及び

補助建屋排気筒に接続されている排気量及び排気筒サイズは表 1の とおり

である。

表 1 高浜 1、 2号炉の各排気筒に接続 されている系統の排気量

(※ )連続運転ではないので、保守的に吹き出し風速算出に考慮 しない

各排気筒の排気量より、排気速度 (吹 き出し速度)は下式で求められる。

4 9.80665 1500-1.1

τ
×

0。44×  1.l XO・
001=6.36⇒ 6。4い/s)

V 妻 暮景鼻資畳
出し速度

Qt43/s)

Vい/s)

排気筒断面積  A lm2)

表 2 高浜 1、 2号炉の各排気筒のワF気速度

以上より、補助建屋排気筒については、排気速度 (吹き出し速度)が火山

高浜 1号炉

格納容器排気筒

高浜 1号炉

補助建屋排気筒

高浜 2号炉

格納容器排気筒

高浜 2号炉

補助建屋排気筒

アニュラス

空気浄化系統

格納容器

拶F気系統

備助建屋 よ う

素除去系統
(425H13/1nin× 11争 )※ (425m3/1nin× 1+ド)※

補助建屋排気

系統
1,640H13/1nin× 2台 1,215■13/11nin× 2台

出入管理室

伊F気系統
410■13/1nin× 11争

合計排気量 om3/min 3,690m3/1nin om3/min 2,430m3/1nin

伊F気筒サイズ 1,500■1ln× 1,200HIIn 2,300mm× 1,200■un 1,500mm× 1,000mm 2,300Hlェn×1,000mm

高浜 1号炉

格納容器排気筒

高浜 1号炉

補助建屋排気筒

高浜 2号炉

格納容器排気筒

高浜 2号炉

補助建屋排気筒

排気速度 OH1/s 22.2■1/s 0■1/s 17.6rn/s
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灰の降下速度 6.4m/sを上回ることから、火山灰が排気筒内へ侵入すること

はない。

火山灰が連続運転でない格納容器排気筒、並びに補助建屋排気筒内に侵

入 した場合でも、図 1に示す とお り、排気筒の構造 (酉己管径)か ら火山灰に

より流路を閉塞することはなく、機能に影響を及ぼすことはない。

排気側

2,300mmxl,200mm

点検口

排気の流れ

図 1 補助建屋υ

'気

筒曲が り部の構造 (高浜 1号炉 )

図 2 格納容器排気筒′点検 口 (高浜 1号炉の例 )

②換気系に対する化学的影響 (腐食)

火山灰による化学的腐食を想定しても、屋外設備である排気筒は外装塗

装等による対応を行つていることから、直ちに腐食により

'F気

筒の機能に影

響を及ぼすことはない。

なお、長期的な影響については、火山灰が排気筒に侵入した場合でも、内

部の点検や除去が可能であり、その状況に応じて補修作業を行う。
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火山灰の自由

降下速度 :約 6.4m/s

含
排気速度

1号炉 :約  222m/s
2号炉 :約  17.6m/s

饒

以  上



個別評価―■

取水設備に係る影響評価

火山灰による取水設備への影響について以下のとお り評価する。

(1)評価項目及び内容

①水循環系の閉塞

火山灰が混入した海水を取水することにより、取水設備が閉塞しないこ

とを評価する。

②水循環系の化学的影響 (腐食)

火山灰が混入した海水を取水することによる構造物内部の腐食により機

器の機能に影響がないことを評価する。

(2)評価条件

①火曲灰条件
a.粒径 :lmm以下

(3)評価結果

①水循環系の閉塞

取水設備は図 1に示すとおり、I庚にくらげ防止網、レーキ付バースクリー

ン、ロータリースクリーンとの構成になつており、海水中の大きな塵芥の除

去を実施している。表 1には取水設備のメッシュの間隔を示す。
海水

～
プ

③ロータリースクリーン
②レーキ付′`―スクリーン

/
①くらげ防止網

吟

→

赫　　↓ お

図 1 取水設備の構成

表 1 取水設備のメッシュ間隔

以上より、取水設備のメンシユ間隔に対 して、想定する火山灰の粒径は十

分小 さく、また、粘性を生 じさせる粘土鉱物等は含まれていないことから除

塵装置が閉塞することはない。
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可

→  吟
け

①くらげ防止網 ②レーキ付バースクリーン ③ロータジースクリーン

メッシュ間隔 メンシユ :45mm バーピッチ :49mm メンシユ :6mm



②水循環系の化学的影響 (腐食)

海水系の化学的影響については、海水中の火山灰濃度は非常に希薄であ
ること、除塵装置は防汚塗装等の姑応を実施しており、海水と金属が直接接
することはなく、直ちに腐食により機能に影響を及ぼすことはない。

なお、上記の内容については、既提出資料から変更がないため、既提出資
料のうち「個別評価-11」 に同じ。

以  上
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個別評価-12

海水ス トレーナに係る影響評価

火山灰による海水ス トレーナ (下流設備を含む)への影響について以下のとお
り評価する。

(1)評価項目及び内容

①水循環系の閉塞

火山灰が混入した海水を取水することにより、海水ス トレーナ (下流設備
を含む)が閉塞しないことを評価する。

②水循環系の化学的影響 (腐食)

火山灰が混入した海水を取水することによる構造物内部の腐食により機
器の機能に影響がないことを評価する。

(2)評価条件

①火山灰条件
a.粒径 :lmm以下

(3)評価結果

①水循環系の閉塞

火山灰の粒径は、海水ス トレーナのエレメントのメンシユサイズ (直径
6mm)よ り小さく、海水ス トレーナが閉塞することはなく、機能に影響を及
ぼすことはない。

海水ス トレーナのメッシュを通過 した火山灰の粒子は、下流の冷却器の

冷却管 (表 1参照)に対して粒子が十分小さく、冷去,管の閉塞により、下流
の機器に影響を及ぼすことはない。また、各冷却器に通水される海水の流量
は大きいことから、火山灰が冷却管内で堆積 し閉塞することは考えにくい。

表 1 冷去,器の冷却管の内径及び海水流量

②水循環系の化学的影響 (腐食)

化学的影響については、海水ス トレーナ下流の機器の冷却器 (細管)につ

いても、耐食性のある材料を用いていること、並びに連続通水状態であり著
しい腐食環境にはならないことから、腐食により下流の機器に影響を及ぼす
ことはない。

なお、上記の内容については、既提出資料から変更がないため、既提出資
料のうち「個別評価-12」 に同じ。

機器名 冷却管内径 海水流量

デ ィーゼル発電

機

清水冷却器 約 15mm

糸勺2401n3/h
潤滑油冷却器 約 15mm
燃料弁冷却水冷却器 約 15mm
空気冷却器 約 10mm

空調用冷凍機 約 14mm 漁91981n3/h

原子炉補機冷却水冷却器 約 16mm 糸勺1870m3/h
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個別評価-13

計器用空気圧縮機に係る影響評価

火山灰による計器用空気圧縮機への影響について以下のとお り評価する。

(1)評価項目及び内容

①換気系、電気系及び計装制御系に封する機械的影響 (磨耗)

火山灰が計器用空気圧縮機の招動部に侵入する可能性を考慮し、侵入

した場合の影響について評価する。

(2)評価条件

①火山灰条件
a.粒 径 :lmm以 下

(3)評価結果

計器用空気圧縮機が設置 されているエ リアは、中間建屋換気空調設備にて

空調管理 されている。

計器用空気圧縮機は、室内の空気を吸入 して圧縮空気を供給 しているため、

火山灰の降灰の際に、機器内に火山灰が侵入する可能性があるが、中間建屋

換気空調設備の外気取入 口には、平型フィルタ (粒径がおよそ 5μ mよ り大

きい粒子を除去)が設置 されてお り、これに加えて下流側にさらに細かな粒

子を捕集可能な粗フィルタ (粒径がおよそ 2μ mよ り大きな粒子を除去)が

設置 されている。このため、他の空調設備に比べて、火山灰に対 して高い防

護性能を有 してお り、室内に侵入 した火山灰の粒径はほぼ 2μ m以下の細か

な粒子であると推定される。

なお、微細な粒子であつても、計器用空気圧縮機のシリングライナ内面と

ピス トンリングは直接、接触招動 している状態であり、機器内に吸入 された

火 山灰がシ リングライナ内面 とピス トンリングの間に侵入 した場合には摩

耗発生が懸念 される。

しか しながら、シリングライナは硬質クロムメッキ処理、ピス トンリング

はカーボングラファイ トであり、火山灰は硬度が低 くもろいことから、招動

部に侵入 した火山灰により磨耗が発生 し、招動部に損傷を発生させることは

ない。 さらに、火山灰の降灰時には、外気取入ダンパを閉止することにより

侵入を阻止することが可能であることか ら、計器用空気圧縮機の機能に影響

を及ぼすことはない。

なお、上記の内容については、既提出資料から変更がないため、既提出資

料の うち 「個別評価-13」 に同じ。
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個別評価-14

安全保護系計装盤に係る影響評価

火山灰による安全保護系計装盤への影響について以下のとお り評価する。

(1)評価項目及び内容

① 絶縁低下

火山灰が盤内に侵入する可能性及び侵入した場合の影響について評

価する。

(2)評価条件

① 火山灰条件
a.粒 径 :1 llm以下

(3)評価結果

安全保護系の計装盤が設置 されているエ リアは、中央制御室換気設備に

て空調管理 されている。

安全イ果護系の計装盤には、その発生熱量に応 じて盤内に換気ファンを

設置 している場合があるため、換気に伴い火山灰が計装盤内に侵入する可

能性が考えられるが、中央制御室換気設備の外気取入 口には平型フィルタ

(粒径がおよそ 5μ mよ り大きい粒子を除去)が設置 されてお り、これに

加えて下流側にさらに細かな粒子を捕集可能な粗フィルタ (粒径がおよそ

2μ mよ り大きな粒子を除去)が設置 されている。

このため、他の空調系に比べて火山灰に対する高い防護性能を有 して

お り、室内に侵入 した火山灰の粒径はほぼ 2μ m以下の細かな粒子である

と推定 される。

なお、微細な粒子であつても、火山灰が盤内に侵入 した場合には、その

付着等により短絡等を発生することが懸念 されるが、計装盤において数 μ
m程度の線間距離 となるのは、集積回路 (ICな ど)の内部であり、これ

ら部品はモール ド (樹月旨)で保護 されているため、火山灰が侵入すること

はない。また、端子台等の充電部が露出している箇所については、端子間

の距離が数mm程度あることから、火山灰の付着等により短絡等を発生さ

せる可能性はない。さらに、火山灰の降灰時には、外気取入ダンパを閉止

し閉回路循環運転を行 うことにより侵入を阻止することが可能であるこ

とから、安全保護系計装盤の機能に影響を及ぼすことはない。

なお、上記の内容については、既提出資料から変更がないため、既提出

資料の うち 「個別評価-14」 に同じ。
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3.設置変更許可申請書への反映内容

設置変更許可申請書の本文五号「口。発電用原子炉施設の一般構造」の
「(3)その他の主要な構造 (i)」 について 「a。 設計基準対象施設」の

「(a)外部からの衝撃による損傷の防止」には、最大層厚が記載 されてお

り、噴出規模見直 しに伴い、最大層厚を変更する。また、その他、添付書

類六、人及び十の関連記載も同様に変更する。

設置許可申請書 本文王号 抜粋
口。発電用原子炉施設の一般構造

(3)そ の他の主要な構造

(1)
a。 設計基準対象施設

(a)外部からの衝撃による損傷の防止

(a-2)安全施設は、発電所の運用期間中において発電所の安全機能に

影響を及ぼし得 る火山事象 として設定 した最大層厚 27cm、 粒径

1■lm以下、密度 0。 7g/cm3(乾燥状態)～ 1.5gん m3(湿潤状態)の降

下火砕物に姑 し、その直接的影響である構造物への静的負荷に対

して安全裕度を有する設計 とすること、水循環系の閉塞に対 して

狭陸部等が閉塞 しない設計 とすること、換気系、電気系及び計装

制御系に対する機械的影響 (閉塞)に紺 して降下火砕物が侵入 し

にくい設計 とすること、水循環系の内部における磨耗及び換気系、

電気系及び計装制御系に対する機械的影響 (磨耗)に対 して磨耗

しにくい設計 とすること、構造物の化学的影響 (腐食 )、 水循環系

の化学的影響 (腐食)及び換気系、電気系及び計装制御系に対す

る化学的影響 (腐食)に対 して短期での腐食が発生 しない設計と

すること、発電所周辺の大気汚染に対 して中央制御室の換気空調

系は降下火砕物が侵入 しにくく、さらに外気を遮断できる設計と

すること、絶縁低下に対 して空気を取 り込む機構を有する計装盤

の設置場所の換気空調系は降下火砕物が侵入 しにくく、さらに外

気を遮断できる設計 とすることにより、安全機能を損な うことの

ない設計 とする。また、降下火砕物の間接的影響である 7日 間の

外部電源喪失、発電所外での交通の途絶によるアクセス制限事象

に封 し、発電所の安全性を維持するために必要 となる電源の供給

が継続でき、安全機能を損な うことのない設計 とする。
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設置許可申請書 添付書類人 抜粋

1.安全設計

1.8火山防護に関する基本方針

1.8。 1設計方針

1.8。 1.3設計条件の設定

1.8.1.3.1設 計条件に用いる降下火砕物の設定

(1)降下火砕物の層厚、密度及び粒径の設定

地質調査結果に文献調査結果も参考にして、高浜発電所の敷

地において考慮する火山事象 としては、「添付書類六 7.火 山」

に示す とお り、最大層厚 27cm、 粒径 1■lm以下、密度 0,7g/cm3

(乾燥状態)～ 1.5g/cm3(湿潤状態)の降下火砕物を設計条件

として設定する。

4.変更申請に係る規則への適合性

本 申請に伴 う原子炉設置変更許可申請書での関係条文を整理 した結果

を添付 4に示す。今回の申請の関係条文は、第六条、第七条、第十一条及

び第四十三条であるが、これ らの うち第六条への適合性は 3.に示す とお

りである。その他の関係条文については、発電用原子炉施設に関係するも

のであるが、添付 4に示す とお り、外部からの衝撃による損傷の防止の適

合性に係る本申請においては、既存設備の変更はなく、及びそれ らの運用

の変更は伴わないことから、既設置許可の基準適合性確認結果に影響を与

えるものではない。

また、本変更については工事を要 しない。ただし、燃料取替用水タンク

については、自主工事にて屋根板の溶接補強を行つているが、溶接補強を

踏まえても個別評価-3に記載のとお り、機能に影響を及ぼすことのない

設計 とする。
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添付 1

高浜発電所 1号炉及び 2号炉

火山影響評価 補足資料

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。
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目 次

1.評価ガイ ドとの整合性について

2.火山灰の特徴から抽出される直接的影響因子 と評価対象施設の組合せ

3.原子炉の高温停止及び低温停止に必要な設備に関する火山灰の影響評価に

ついて

4.建物 。構築物及び屋外設備に対する荷重評価の基本的な考え方について

5。 火山灰によるその他設備への影響について

6.火山灰の除灰に要する時間について

7.灰置場の場所及び容量について

8.アイスラン ド火山を用いる基本的考え方 とセン トヘ レンズ火山による影響

評価
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補足資料-1

1.評価ガイ ドとの整合性について

原子力発電所の火山影響評価ガイ ドと降下火砕物 (火 山灰)に射する設備影響の評価の整合性につ

いて、以下の表に示す。

63



高浜 1,2号炉に対する火山事象の影響評価 (降下火砕物の影響評価)

1.は じめに

原子力規制委員会の定める「実用発電用原子炉及びその附属施設の位

置、構造及び設備の基準に関する規則 (平成 25年 6月 28日 原子力規

制委員会規則第五号)」 第 6条において、外部からの衝撃による損傷防

止として、安全施設は、想定される自然現象 (地震及び津波を除く。)

が発生 した場合においても安全機能を損なわないものでなければなら

ないとしており、敷地周辺の自然環戸見を基に想定される自然現象の一つ

として、火山の影響を挙げている。

火山の影響により原子炉施設の安全性を損なうことのない設計であ

ることを評価するための「原子力発電所の火山影響評価ガイ ド」を参照

し、以下のとおり火山影響評価を行い、安全機能が維持されることを確

認する。

・立地評価

。影響評価

原子力発電所の火山影響評価ガイ ド

1.総則

本評価ガイ ドは、原子力発電所への火山影響を適切に評価するため、原子

力発電所に影響を及ばし得る火山の抽出、抽出された火山の火山活動に関す

る個別評価、原子力発電所に影響を及ばし得る火山事象の抽出及びその影響

評価のための方法と確認事項をとりまとめたものである。

1.1-般

原子力規制委員会の定める「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造

及び設備の基準に関する規則」第6条において、外部からの衝撃による損傷の

防止として、安全施設は、想定される自然現象 (地震及び津波を除く。)が発

生した場合においても安全機能を損なわないものでなければならないとしてお

り、 「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関

する規則の解釈J第 6条において、敷地周辺の自然環境を基に想定される自然

現象の一つとして、火山の影響を挙げている。

火山の影響評価としては、2009年に日本電気協会が「原子力発電所火山影

響評価技術指針」(JEAG4625‐ 2009)を市J定 し、2012年にIAEAが Safety

Standards  “Volcanic  Hazards  in  Stte  Evaluation  for  Nuclear

lnstallations"(No.SSG‐ 21)を策定した。近年、火山学は基本的記述科学から、

以前は不可能であった火山システムの観察と複雑な火山プロセスの数値モデ

ルの使用に依存する定量的科学へと発展 しつつあり、これらの知見を基に、

原子力発電所への火山影響を適切に評価する一例を示すため、本評価ガイ ド

を作成した。

本評価ガイ ドは、新規制基準が求める火山の影響により原子炉施設の安全

性を損なうことのない設計であることの評価方法の一例である。また、本評
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高浜 1,2号炉に対する火山事象の影響評価 (降下火砕物の影響評価)

2.原子力発電所に影響を及ぼす火山影響評価の流れ

ガイ ドに従い評価

原子力発電所の火山影響評価ガイ ド

価ガイ ドは、火山影響評価の妥当性を審査官が判断する際に、参考とするも

のである。

1.2適用範囲

本評価ガイ ドは、実用発電用原子炉及びその附属施設に適用する。

1.3関連法規等

本評価ガイ ドは、以下を参考としている。

(1)実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関す

る規則

(平成 25年原子力規制委員会規則第 5号 )

(2)使用済燃料中間貯蔵施設の安全審査における 「自然環境」の考え方につ

いて

(平成 20年 10月 27日 原子力安全委員会了承 )

(3)日 本電気協会 「原子力発電所火山影響評価技術指針」(JEAG4625‐ 2009)

(4)IAEA Safety Standards“ Volcanic Hazards in Site Evaluation for

Nudear lnstallations"(Noo SSG‐ 21,2012)

2.本評価ガイ ドの概要

火山影響評価は、 2.1に示す立地評価 と影響評価の2段階で行 う。

また、火山影響評価のほか、評価時からの状態の変化の検知により評価の

根拠が維持されていることを確認することを目的として、 2.2の とお り、

火山活動のモニタリングの実施方針及びモニタリングにより観測データの有

意な変化を把握 した場合の対処方針を策定することとする。
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高浜 1,2号炉に対する火山事象の影響評価 (降下火砕物の影響評価 )原子力発電所の火山影響評価ガイ ド

本評価ガイ ドの基本フローを図 1に示す。

2.1原 子力発電所に影響を及ぼす火山影響評価の流れ

(1)立 地評価

まず、原子力発電所に影響を及ばし得る火山の抽出を行 う。すなわち、

原子力発電所の地理的領域において第四紀に活動 した火山 (以下 「第四紀

火山」という。)を抽出し (図 l①)、 その中から、完新世に活動があつ

た火山 (図 l②)及び完新世に活動を行つていないものの将来の活動可能

性が否定できない火山 (図 l③)は、原子力発電所に影響を及ぼし得る火

山として4.の個別評価対象とするl角年説 1)。 具体的には、3.の とおり

とする。

次に、3.で原子力発電所に影響を及ばし得る火山として抽出した火山

について原子力電所の運用期間における火山活動に関する個別評価を行

う。すなわち、運用期間中の火山の活動可能性が十分小さいとは評価でき

ず (図 l④ (i))、 かつ、設計対応不可能な火山事象が運用期間中に原子

力発電所に到達する可能性が十分小さいとも評価できない場合 (図 l④

(五 ))は、原子力発電所の運用期間中において設計対応が不可能な火山事

象が原子力発電所に影響を及ぼす可能性が十分小さいとはいえず、原子力

発電所の立地は不適となる (解説 2、 3)。 具体的には、4.の とおりとす

る。

(2)影 響評価

4.の個別評価において立地が不適とならない場合は、原子力発電所の

安全性に影響を与える可能性のある火山事象を抽出し、各火山事象に対す
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高浜 1,2号炉に対する火山事象の影響評価 (降下火砕物の影響評価)原子力発電所の火山影響評価ガイ ド

る設計対応及び運転対応の妥当性について評価を行 う (図 l⑤)。

ただし、火山事象のうち降下火砕物に関しては、原子力発電所の敷地及

びその周辺調査から求められる単位面積当たりの質量と同等の火砕物が降

下するものとする。なお、敷地及び敷地周辺で確認された降下火砕物の噴

出源である火山事象が同定でき、これと同様の火山事象が原子力発電所の

運用期間中に発生する可能性が十分に小さい場合は考慮対象から除外す

る。具体的には、 5.の とお りとする。

解説 1.本評価ガイ ドにおける「地理的領域」とは、火山影響評価が実施さ

れる原子力発電所周辺の領域をいい、原子力発電所から半径160km

の範囲の領域とする。

解説-2.IAEA SSG-21に おいて、火砕物密度流、溶岩流、岩屑`なだれ 。地滑

り及び斜面崩壊、新 しい火道の開通及び地殻変動を設計対応が不可

能な火山事象 としてお り、本評価ガイ ドでも、これを適用する。

解説 3.「火山活動に関する個別評価」は、設計対応不可能な火山事象が発

生する時期及びその規模を的確に予測できることを前提とするもの

ではなく、現在の火山学の知見に照らして現在の火山の状態を評価

するものである。

2.2火 山活動のモニタリングの流れ

4.の個別評価により原子力発電所の運用期間中において設計対応が不

可能な火山事象が原子力発電所に影響を及ぼす可能性が十分小さいと評価

した火山であつても、この評価 とは別に、第四紀に設計対応が不可能な火

山事象が原子力発電所の敷地に到達した可能性が否定できない火山に対し
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高浜 1,2号炉に対する火山事象の影響評価 (降下火砕物の影響評価)原子力発電所の火山影響評価ガイ ド

ては、評価時からの状態の変化の検知により評価の根拠が維持されている

ことを確認することを目的として、運用期間中のモニタリングの実施方針

及びモニタリングにより観測データの有意な変化を把握 した場合の対処方

針を策定することとする (図 l⑥)。 具体的には、 6.の とおりとする。

図 1 本評価ガイ ドの基本 フロー
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【立地評価】

ガイドに従い評価

原子力発電所の火山影響評価ガイ ド

【立地評価】(項 目名のみ記載)

3。 原子力発電所に影響を及ばし得る火山の抽出

3.1文献調査

3.2地形 !地質調査及び火山学的調査

3.3将来の火山活動可能性

4。 原子力発電所の運用期間における火山活動に関する個別評価

4,1設計対応不可能な火山事象を伴 う火山活動の評価

4。 2地球物理学的及び地球化学的調査

6.火山影響評価の根拠が維持されていることの確認を目的とした火山活動の

モニタリング

6.1監視対象火山

6.2監視項 目

6.3定期的評価

6.4観測データの有意な変化を把握 した場合の対処
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6,原子力発電所への火山事象の影響評価

原子力発電所の運用期間中において設計対応不可能な火山事象によ

つて原子力発電所の安全性に影響を及ぼす可能性が十分小さいと評価

された火山について、それが噴火 した場合、原子力発電所の安全サ性に影

響を与える可能性のある火山事象を抽出した結果、降下火砕物 (火 山

灰 )、 火砕物密度流が抽出される。

抽出された火山事象のうち、火砕物密度流については、「設計対応不

可能な火山事象を伴 う火山活動の評価」において、高浜発電所に到達す

る可能性が十分小さいことを評価 している。

以上のことから、降下火砕物 (火 山灰)に よる影響評価を行 う。

なお、降下火砕物 (火 山灰)の影響評価では、敷地周辺の地質調査結

果等より、火山灰の堆積物厚さを 27cm、 並びに火山灰の粒径及び密度

をそれぞれ以下のとお り設定している。なお、降雨等の同時期に想定さ

れる気象条件が火山灰等特性に及ばす影響についても考慮 している。

粒径は、高浜発電所の近傍である中山湿地における津波堆積物調査で

得られた火山灰の粒度試験結果より、 lmm以 下と設定する。

また、密度は、降雨等水分を含むことにより増大することから湿潤状

態を想定する。高浜発電所の近傍である菅湖における津波堆積物調査に

おける火山灰データの単位体積重量、及び 「火山噴火と災害 (財団法人

東京大学出版会、1997)」 を参照し、1.5gんm3と 設定する。

原子力発電所の火山影響評価ガイ ド

5.個別評価の結果を受けた原子力発電所への火山事象の影響評価

4.1において原子力発電所の運用期間中に設計対応不可能な火山事象が

原子力発電所の安全性に影響を及ぼす可能性が十分小さいと評価 された火

山について、それが噴火 した場合に原子力発電所の安全性に影響を与える可

能性のある火山事象を表 1に従い抽出し、各火山事象に対する設計対応及び

運転対応の妥当性について評価を行 う。

ただし、降下火砕物に関しては、原子力発電所の敷地及びその周辺調査か

ら求められる単位面積当たりの質量と同等の火砕物が降下するものとする。

なお、敷地及び敷地周辺で確認 された降下火砕物の噴出減である火山事象が

同定でき、これと同様の火山事象が原子力発電所の運用期間中に発生する可

能性が十分小さい場合は考慮対象から除外する。

また、降下火砕物は浸食等で厚さが小さく見積もられるケースがあるの

で、文献等も参考にして、第四紀火山の噴火による降下火砕物の堆積量を評

価すること。 (解説‐17)

抽出された火山事象に対 して、4.個別評価を踏まえて、原子力発電所ヘ

の影響評価を行 うための、各事象の特性 と規模を設定する。 (解説‐18)

以下に、各火山事象の影響評価の方法を示す。

解説‐17.文献等には日本第四紀学会の 「日本第四紀地図」を含む。

解説‐18.原子力発電所との位置関係について

表 1に記載の距離は、原子力発電所火山影響評価技術指針 (」EAG4625)

から引用 した。」EAG4625では、調査対象火山事象と原子力発電所との距

離は、わが国における第四紀火山の火山噴出物 (ア)既往最大到達距離を参考に

設定している。また、噴出中心又は発生源の位置が不明な場合には、第四紀
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6.1降下火砕物 (火 山灰 )

(1)降下火砕物 (火 山灰)の影響

(a)直接的影響

降下火砕物は、最も広範囲に及ぶ火山事象で、ごくわずかな降下火砕

物 (火 山灰)の堆積でも、原子力発電所の通常運転を妨げる可能性があ

る。    降下火砕物により影響を与える可能性のある影響因子と

しては、原子力発電所の構造物への静的負荷及び化学的影響、水循環系

の閉塞、磨耗及び化学的影響、換気系、電気系及び計装制御系に対する

機械的及び化学的影響、並びに原子力発電所周辺の大気汚染等の影響

が考えられる。

(b)間接的影響

降下火砕物 (火 山灰)は広範囲に及ぶことから、広範囲にわたる送電

網の損傷による長期の外部電源喪失の可能性、原子力発電所へのアクセ

ス制限事象が発生する可能性も考慮し、間接的影響を確認する。

原子力発電所の火山影響評価ガイ ド

火山の火山噴出物等の既往最大到達距離 と噴出物の分布を参考にしてその

位置を想定する。

例えば、噴出中心と原子力発電所との距離が、表中の位置関係に記載の距

離より短ければ、火山事象により原子力発電所が影響を受ける可能性がある

と考えられる。

5,1降下火砕物

(1)降下火砕物の影響

(a)直接的影響

降下火砕物は、最も広範囲に及ぶ火山事象で、ごくわずかな火山灰の堆積

でも、原子力発電所の通常運転を妨げる可能性がある。降下火砕物により、

原子力発電所の構造物への静的負荷、粒子の衝突、水循環系の閉塞及びその

内部における磨耗、換気系、電気系及び計装制御系に対する機械的及び化学

的影響、並びに原子力発電所周辺の大気汚染等の影響が挙げられる。

降雨。降雪などの自然現象は、火山灰等の堆積物の静的負荷を著しく増大

させる可能性がある。火山灰粒子には、化学的腐食や給水の汚染を引き起こ

す成分 (塩素イオン、フン素イオン、硫化物イオン等)が含まれている。

(b)間接的影響

前述のように、降下火砕物は広範囲に及ぶことから、原子力発電所周辺の

社会インフラに影響を及ぼす。この中には、広範囲な送電網の損傷による長

期の外部電源喪失や原子力発電所へのアクセス制限事象が発生 しうること

も考慮する必要がある。
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(2)降下火砕物 (火 山灰)による原子力発電所への影響評価

降下火砕物 (火 山灰)の影響を考慮すべき設備 として、重要安全施設

のうち、屋外の構築物、系統及び機器、又は屋内設置であるが屋外に開

日している設備を選定し、評価対象施設としている。ただし、その他の

構築物、系統及び機器であっても、その停止により、当該施設の運転に

影響を及ぼす場合は評価対象施設 として抽出する。なお、建屋について

は、クラス 1及びクラス 2に属する構築物、系統及び機器を内包 してい

る建屋を評価対象として抽出する。

選定した評価対象施設について影響を評価 し、原子炉施設の安全性

を損なわないことを確認する。

(3)確認結果

(a)直接的影響の確認結果

① 降下火砕物堆積荷重に対して、外部しゃへい建屋、補助建屋、燃料

取扱建屋、中間建屋、ディーゼル建屋、制御建屋、復水タンク、燃

料取替用水タンク及び海水ポンプの健全性が維持されることを確

認する。

② 降下火砕物による化学的影響に対して、外部しゃへい建屋、補助建

屋、燃料取扱建屋、中間建屋、ディーゼル建屋、制御建屋、復水タ

ンク、燃料取替用水タンク及び海水ポンプ等の健全性が維持される

ことを確認した。

③ 降下火砕物により、海水ポンプ、海水ス トレーナ、取水設備、原子

炉補機冷却海水系統等の安全上重要な設備が閉塞等によりその機

能を喪失しないことを確認した。

原子力発電所の火山影響評価ガイ ド

(2)降下火砕物による原子力発電所への影響評価

降下火砕物の影響評価では、降下火砕物の降灰量、堆積速度、堆積期間及

び火山灰等の特性などの設定、並びに降雨等の同時期に想定される気象条件

が火山灰等特性に及ばす影響を考慮 し、それらの発電用原子炉施設への影響

を評価 し、必要な場合には対策がとられ、求められている安全機能が担保さ

れることを評価する。 l角早説
‐
19、 21)

(3)確認事項

(a)直接的影響の確認事項

① 降下火砕物堆積荷重に対 して、安全機能を有する構築物、系統及び機器

の健全性が維持されること。

② 降下火砕物により、取水設備、原子炉補機冷却海水系統、格納容器ベン

ト設備等の安全上重要な設備が閉塞等によりその機能を喪失しないこ

と。

③ 外気取入日からの火山灰の侵入により、換気空調系統のフィルタの目詰

まり、非常用ディーゼル発電機の損傷等による系統・機器の機能喪失が

なく、加えて中央制御室における居住環境を維持すること。 l角罪説-20)

④ 必要に応じて、原子力発電所内の構築物、系統及び機器における降下火

砕物の除去等の対応が取れること。
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④ 外気取入口からの火山灰の侵入により、換気空調系統のフィルタの

目詰まり、ディーゼル発電機機関の損傷等による系統・機器の機能

喪失がなく、加えて中央制御室における居住環境を維持できること

を確認した。

なお、設置許可においては、米国セントヘレンズ火山の噴火 (1980

年)の観測値を用いて試算しているが、測定機器の性能を上回つて

いることも考えられること、堆積厚との整合性を考慮する必要があ

ることから、これの見直しも考えられるが、より高い参考濃度で機

能維持が担保されるため、見直す必要はなく、設計基準は既往最大

を用い る とされてい る。

⑤ 各建屋の屋上及び復水タンクの屋根部には階段により容易にアク

セスでき、必要に応 じて火山灰を除去できることを確認 した。

ディーゼル発電機室を除く換気空調設備の外気取入 日は各建屋

の屋上等に設置されており、容易にアクセスできること、また外気

取入日は火山灰が侵入 しにくい構造であり、仮に侵入 した場合であ

つても、平型フィルタの状態を確認 し、必要に応 じて清掃及び交換

することにより、火山灰を除去できることを確認 した。

また、降下火砕物 (火 山灰)が確認された場合は、必要に応 じて、

構築物、系統及び機器の点検等を行 うこととしている。

(b)問接的影響の確認結果

① 原子力発電所外での影響 (長期間の外部電源の喪失及び交通の途

絶)を考慮し、燃料油等の備蓄等により、原子炉及び使用済燃料プ

ールの安全性を損なわないように対応が取れることを以下のとお

原子力発電所の火山影響評価ガイ ド

(b)間接的影響の確認事項

原子力発電所外での影響 (長期間の外部電源の喪失及び交通の途絶)を考

慮し、燃料油等の備蓄又は外部からの支援等により、原子炉及び使用済燃料

プールの安全性を損なわないように対応が取れること。
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り確認 した。

高浜発電所 1,2号炉の各号炉の非常用所内交流電源設備は、各号

炉 2台のディーゼル発電機 とそれぞれに必要な耐震 Sク ラスの燃料

油貯油そう (号炉当たり200 kt宅 基)を有 している。

7日 間の外部電源喪失に対 して、原子炉の停止、停止後の冷却に

係る機能を担 うため、ディーゼル発電機の連続運転に必要な容量以

上の燃料を貯蔵する設備を有し、必要とされる電力の供給が継続で

きる構成 となっている。

以上のことから、降下火砕物 (火 山灰)に よる直接的及び間接的影響

はなく、原子炉施設の安全性を損なうことはない。

以 上

原子力発電所の大山影響評価ガイ ド

解説‐19.原子力発電所内及びその周辺敷地において降下火砕物の堆積が観測

されない場合は、次の方法により降灰量を設定する。

ア類似する火山の降下火砕物堆積物の情報を基に求める。

ア対象となる火山の総噴火量、噴煙柱高度、全粒径分布、及びその領

域における風速分布の変動を高度及び関連パラメータの関数 とし

て、原子力発電所における降下火砕物の数値シミュレーションを行

うことより求める。数値シミュレーションに際しては、過去の噴火

履歴等の関連パラメータ、並びに類似の火山降下火砕物堆積物等の

情報を参考とすることができる。

解説‐
20。 堆積速度、堆積期間については、類似火山の事象やシミュレーショ

ン等に基づいて評価する。また、外気取八日から侵入する火山灰の

想定に当たっては、添付1の 「気中降下火砕物濃度の推定方法につ

いて」を参照して推定した気中降下火砕物濃度を用いる。堆積速

度、堆積期間及び気中降下火砕物濃度は、原子力発電所への間接的

な影響の評価にも用いる。

解説‐21.火山灰の特性 としては粒度分布、化学的特性等がある。

(「 5。 2火砕物密度流」以降省略)

以 上
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補足資料-2

2.火山灰の特徴から抽出される直接的影響因子と評価対象施設の組合せ

火山灰の特徴 とその特徴から抽出される直接的影響因子、さらに影響因子の影響を受ける可能性のあ

る評価対象施設との関係について、p.山‐別添‐
1‐ 14,15「表 1.4 火山灰が影響を与える評価対象施設と

影響因子の組合せ」において、影響評価すべき組合せを検討した結果を図のフローに示す。

なお、上記の内容については、既提出資料から変更がないため、既提出資料のうち 「補足資料-2」

に同じ。

特  徴※1 直接的影響 影響因子 設計対象施設

・堆積による構造物への静的負荷
荷 重

外部しゃへい建屋、補助建屋、燃料取扱建屋、中間

建屋、ディーゼル建屋、制御建屋、復水タンク、燃料

取替用水タンク、海水ボンプ
・粒子の衝突

閉 塞
水循環系の開塞

海水ポンプ、海水ストレーナ、取水設備
マグマ噴出時に破辞、急冷
したガラス片、
鉱物結晶片から成る※2。

・換気系、電気系及び計装制御系に

対する機械的影響
磨 耗

亜硫酸ガス (S02)｀ 硫化水
素 (H2S)｀ フツ化水素 (

HF)等の火山ガス成分が付

着している。

海水ポンプ、主蒸気大気放出弁消音器、主蒸気安全

弁排気管、ディーゼル発電機機関、ディーゼル発電

機消音器、換気空調設備外気取入日、格納容器排気

筒、補助建屋排気筒、計器用空気圧縮機

水循環系の内部における磨耗

腐 食
水に濡れると硫酸イオン等
が溶出する。※3

構造物の化学的影響

大気汚染 水循環系の化学的影響

外部しゃへい建屋、補助建屋、燃料取扱建屋、中間

建屋、ディーゼル建屋、制御建屋、復水タンク、燃料

取替用水タンク、海水ポンプ
乾燥した降下火砕物の粒子
は絶縁体だが、

水に濡れると酸性を呈し、
導電性を生 じる。 海水ボンプ、海水ストレーナ、取水設備

給水の汚染
換気系、電気系及び計装制御系に

対する化学的影響

海水ポンプ、格納容器排気筒、補助建屋排気筒
発電所周辺の大気汚染

絶縁影響

溶出した硫酸イオンは降下火砕

物に含まれるカルシウムイオン

と反応し、硫酸カルシウム (石

言)となるため、湿つた降下火

砕物は乾燥して固結するが、一

般的に流水等で除去可能であり、
閉塞はしない。 ・給水汚染 安全保護系計装盤

絶縁低下
降下火砕物の粒子の融点は、一

般的な砂と比べ約1,000℃ と低
いが、高温部である,・ ィ批'ル発
電機のシリンタ

｀
の圧縮温度は約500

～600℃程度であるため、降下

火砕物が侵入したとしても融解
し、閉塞することはない。

火山灰の特徴から抽出される影響因子と評価対象施設の関連フロー

※1:(参考文献)広域的な火山防災対策に係る検討会 (第 3回)(資料 2)

※2:粘性を生じさせる粘土鉱物等は含まれていない。

※3:〔火山灰による金属腐食の研究報告の例〕

4種類の金属材料 (Znメ ッキ、Al、 SS41、 Cu)イこ対 して、桜島火山灰による金属腐食の程度は、

実際の自然条件より厳 しい条件においても表面厚 さに対 して十数 μmのオーダーの腐食。

(試験条件・・・温度、湿度、保持時間 [① (40□ ,95%,4h)～② (20□ ,80%,2h)× 18サイクル]〉

(〔参考文献〕出雲茂人、末吉秀一他、火山環境における金属材料の腐食、1990、 防食技術 Vol.39,pp.247‐

253)

⇒設計時の腐食代 (数 mmオーダー)を考慮すると、構造健全性に影響を与えることはないと考え

られる。

以 上
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補足資料-3

3.原子炉の高温停止及び低温停止に必要な設備に関する火山灰の影響評価について

火山灰に起因する外部電源喪失事象により、原子炉の停止が想定されることから、原子炉

の高温停止及び低温停止に必要な機能を以下のとお り抽出した。

(1)原子炉停止 :原子炉停止系

(2)ほ う酸添加 :原子炉停止系 (化学体積制御系のほう酸注入機能 )

(3)崩壊熱除去 :補助給水系、主蒸気系、余熱除去系

(4)上記系統の関連系 (安全保護系、中央制御室換気空調系、制御用圧縮空気系、非常用

所内電源系、原子炉補機冷却水系、直流電源系、原子炉補機冷却海水系 等)

以上の機能を達成するために必要な設備は、次頁以降の防護対象に含まれていることを確

認 した。

なお、上記の内容については、既提出資料から変更がないため、既提出資料のうち「補足

資料 -3」 に同じ。
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表 原子炉の高温停止及び低温停止に必要な設備に関する防護対象 (1/3)

高温停止及び低温停止に

必要な機能

原 子炉停 止系

原 子炉停 止系

ほ う酸 添加

崩壊熱 除 去

崩壊熱 除 去

設備設置場所

屋外設備

○

○

建屋内設置

○

○

○

○

O

○

○

○

○

O

O

○

○

○

安全機能の重要度分類

構築物、系統又は機器

原子炉冷却材圧カバ ウンダリを構成する機器・配管 (1次 冷封1材 系統 )

lll御 棒駆動装置圧カハ ウジング (1次 冷却材系)

F心支持構造物

燃料集合体

啄子炉停止系の制御棒による系 (制 御棒クラスタ、制御棒駆動系)

原子炉停止系

制御棒による系

化学体積制御設備のほ う酸水注入機能

九三子炉停止系

非常用炉心冷却系のほう酸水注入機能

加圧器安全弁 (開 機能 )

残留熱を除去する系統

余熱除去系

補助給水系

蒸気発生器 2次側隔離弁までの主蒸気系・給水系

,安留架を除去する系統

主蒸気逃が し弁 (手動逃が し機能 )

主蒸気安全弁

非常用炉心冷封1系

低圧注人系 (余 撚除去系 )

高圧注人系

蓄圧注人系

原子炉格納容器

アニュラス

原子炉格納容器 PH属佳弁

原子炉格納容器スプレイ系

アニュラス空気再循 Fン驚設備 (ア ニュラス排気ファン等 )

安全補機室空気浄化系

可燃性ガス濃度制御系

原子炉格納容器排気筒

機 能

1)原子炉冷却材圧カハ ウングリ機能

2)過 剰反応度の印加防止機能

3)炉心形状の維持機能

1)原子炉の緊急停止機能

2)未臨界狩lL持機能

3)原子炉冷却小川圧カハ ウンダリの過庄防止機能

4)原子炉停 止後の除熱機能

5)炉心冷却機能

6)放射性物質の閉 じ込め機能、放射線の進へい及び放出低滅機能

定義

その損傷又は故障により発生する事象によつて、

(a)炉心の著 しい損傷、Xは

(b)燃料の大量の破損を引き起こすおそれのある構築

物、系統及び機器

1)異常状態発生時に原子炉を緊急に停止 し、残留抑

を除去 し、原子炉冷封1材圧カハ ウング リの過圧を防止

し、敷地周辺公衆への過度の放射線の影響を防止す る

構築物、系統及び機器

分 類

PS-1

MS-1
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表 原子炉の高温停止及び低温停止に必要な設備に関する防護対象 (2/3)

高l工停止及び低温停 Hiに

必 要な機能

関連 系

関連 系

lttI巡 系

関連 系

関連 系

関連 系

l共 連 系

設備設 置場所

違 轟 占1進轟 梅

○

○

○

○

○

O

O

○

安 全機 能 の重要度 分類

|~~

定義 機 能 構築 物、系統 又は機 器

1)工 学的安全 施設 及び原子炉停止系へ の作動信 号の発生機能 安全保護 系

MS-1関 連 の もの

制御室及びその遮へ い 。換 気空 調系

(中 央制御 室非 常用給気系統等 )

MS-1関 連 のもの

原 子炉 待竹機 冷ユ寸I水系

MS-1関 連 の もの

原 子炉 竹打機 冷
'(1'海

水 系 (海 水ポ ンプ等 )

2)安 全上特に 重要 な関連機能

S-1

S-l lttl連 の もの

非 常用所内電源 系 (安全 mittllll財 】器 等 )

直流窪源系

S-1関 連 の もの

制御用 空気圧縮 設備

2)安 全 L必須 なそ の他 の構 築物、系統 及び機器

分 類
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高温停止及び低温停止に

必要な機能

関連 系

設備設置場所

屋外設備建屋内設置

O

O

O

○

○

○

○

○

○

○

安全機能の重要度分類

構築物、系統又は機器

イヒ学体積制御設備の抽出系・浄 fヒ 系

l次射性廃来物処理施設 (放射能インベン トリの大きいもの )

放射性気体廃乗物処 ,世 系

使川済燃料 ピット (使用済燃料ラックを含む。 )

燃料収あ'そ 設備

吹き止ま り機能に関連する部分

加圧器安全弁

加圧器逃が し弁

度用済燃料 ビッ ト指ll給 水系

燃料集合体落下事故時放射能放出を低減する系

俳気筒 (補りl建屋 )

事故時監視副器の一部

格納容器エ リアモニタ

りJl圧器逃が し弁 (手動層H閉機能 )

りJサ正器 ヒータ (後 備 ヒータ)

'J,「

器逃が し弁元弁

制御室外原子炉停止装世

(安全停とに関連するもの )

機 能

1)原子炉冷却羽 を内蔵する機能 (ただ し、原子炉冷ユH〕 材圧カハ ウン

ダリから除外 されている計装等の小 口径のもの及びバ ウンダリに直接

陵統 されていないものは除 く。 )

2)原子炉冷却材圧カパ ウンダリに直接接統 されていないく)の であっ

て、放射性物質を貯蔵する機能

3)燃料を安全に収 り扱 う機能

1)安全弁及び逃が し弁の吹き d:ま り機能

1)燃料プール水の補給機能

2)放射性物質放出の防止機能

1)事 故時のプラン ト状態の把握機能

2)異常状態の緩和機能

3)制 御室外からの安全停止機能

定義

1)その損傷又は故障により発生する事象によつて、

炉′bの 著 しい損傷又は燃料の大量の破損を直ちに引き

起こすおそれはないが、敷地外への過度の放射性物質

の放出のおそれのある1占築物、系統及び機器

2)通 常運転時及び運転I手の異常な過波変化時に作動

を要求され るものであって、その故障によ り、炉心冷

封1が損なわれる可能性の高い構築物、系統及び機器

1)PS-2の 構築物、系統及び機器の損傷又は故 l章

により敷地周辺公衆に与える放射線の影響を→分小さ

くするようにする構築物、系統及び機器

2)異 常状態への対応 L特 に重要な構築物、系統及び

機器

分類

PS-2

MS-2

表 原子炉の高温停止及び低温停止に必要な設備に関する防護対象 (3/3)
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補足資料-4

4.建物・構築物及び屋外設備に対する荷重評価の基本的な考え方について

1.荷重評価の基本的な考え方

火山灰による荷重については、 30日 を目処に速やかに除灰する運用とすることか

ら、建築基準法の積雪の考え方に基づき、短期の荷重として取 り扱 う。

想定される堆積荷重に対する発生応力と許容応力を比較 し裕度評価することにより、

健全性を確認する。

2.評価方法

(1)建物 。構築物

建物・構築物については、固定荷重及び積載荷重並びに火山灰及び積雪による荷重

を組み合わせて発生する応力等が許容限界を超えないことを確認する。許容限界につ

いては、 「原子力施設鉄筋コンクリー ト構造計算規準」及び 「鋼構造設計規準 一許容

応力度設計法 ―」に基づく短期許容応力度等を用いる。

(2)屋外タンク類

荷重を受けるタンクの屋根板は支持構造部材が複雑な形状であり、支持構造物を考

慮 した評価を実施するため、FEM解析モデルを用いて屋根板及び胴板の応力を算出

する。

許容応力は原子力設備に対する評価基準として用いられる規格基準 」EAG4601-1987

に準拠 し、保守的に弾性範囲内として許容応力状態Ⅲ ASを用いる。

なお、屋外の防護対象施設である復水タンク及び燃料取替用水タンクについては、

火山灰による荷重、自重を組み合わせる。

(3)そ の他屋外設備

荷重を受ける部材構造が比較的単純である屋外設備については、部材構造に応 じて

一般的な材料力学に基づく評価式を用いて応力を算出する。

許容応力は上記 (2)同様に弾性範囲内の許容応力を用いる。

なお、屋外の防護対象施設である海水ポンプ (モータフレーム)については、火山

灰による荷重、自重に加え、ポンプの運転に伴って重畳するポンプスラス ト軸方向の

運転時荷重を組み合わせる。

3.想定堆積荷重

荷重評価に用いる想定堆積荷重の考え方を以下に示す。

(1)火山灰の堆積荷重
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・密度 :1.5g/cm3(湿潤)(火 山灰の単位荷重は堆積量 lcm婆 たり 150N/m2)

・堆積量 :27cm

火山灰堆積荷章=150 (N/m2.cm) ×27 (cm)=4,050 (N/m2)

(2)火山灰堆積 と積雪の組合せ荷重

①火山灰

・密度 :1.5g/cm3(湿潤)(火 山灰の単位荷重は堆積量 lcm当たり 150N/m2)

:堆積量 :27cm

火山灰堆積荷重=150(N/m2.cm)× 27(cm)=4,050(N/m2)

②積雪

・密度 :0.3g/cm3(積雪の単位荷重は積雪量 lcm当 たり30N/m2)※ 1

・積雪量 :100cm※ 2

積雪荷重=30(N/m2.cm)× 100(cm)=3,000(N/m2)

※ 1:福井県 建築基準法施行細則に基づく積雪の単位荷重を用いる。

※2:火 山事象と積雪事象は独立の関係にあることから、組み合わせる積雪量については福井県

建築基準法施行細則の垂直積雪量「100cm」 を用いる。

③火山灰と積雪の組み合わせ荷重

火山灰堆積荷重+積雪荷重=7,050(N/m2)

以上より、火山灰 と積雪を組み合わせた堆積荷重が大きく保守的であることから、

組合せによる堆積荷重 (7,050N/m2)を 想定する堆積荷重として評価する。

以  上
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補足資料-5

5.火山灰によるその他設備への影響について

火山灰によるその他設備 (モニタリング設備、消火設備、緊急時対策所、通信設備 )

に対する影響評価について以下に示す。

1.モニタリング設備

下図のとお り、モニタリングポス トの検出器は、上部が半球型であり、火山灰が堆積

しにくい構造となつていることから、火山灰の荷重により機能に影響を及ぼすことはな

い 。

また、モニタリングカーによる測定も可能である。

検出器

断熱カバー

図 モニタリングポス トの外観図

2.消火設備

(1)ディーゼル消火ポンプ

建屋内設備であり、給気設備もなく、火山灰の影響を受けない。

(2)電動消火ポンプ

建屋内設備であり、給気設備もなく、火山灰の影響を受けない。

仮に、上記消火設備に影響が生じた場合でも、消防自動車を用いた自衛消防隊によ

る、消火が可能。
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3.緊急時対策所

緊急時対策所が設置される緊急時対策所建屋について、想定される火山灰の降灰層厚

が許容層厚を超えないことを確認することで、健全性を評価する。許容層厚は以下いず

れかの手法により算出する。

a.荷重による評価

鋼材の長期許容応力度に対する短期許容応力度の比が 1.5で あることから、常時

作用する荷重及び降下火砕物等堆積による鉛直荷重の和が設計時長期荷重の 1.5

倍に等しくなる層厚

b.応力度による評価

常時作用する荷重及び降下火砕物等堆積による鉛直荷重の和により発生する応

力等が短期許容応力度等と等 しくなる層厚

次の評価結果より、火山灰堆積及び積雪を考慮 した荷重に対 しても緊急時対策所の

健全性を維持することが可能である。

【評価結果】

火山灰降灰層厚 27cm < 許容層厚
* 150cm(裕

度 5.5)

*:応力度による評価

4.通信設備

通信設備は、発電所内・発電所外用として有線、無線の多種多様な連絡手段を有して

お り、火山灰の影響により、通信機能を喪失することは考えにくい。なお、衛星電話に

ついては、天候 (雲、霧、雨、雪、風、煙など)に よる影響を受けにくい周波数帯を利

用 していることから、降灰時においても通信機能を維持することが可能と考えられる。

表 発電所内外の各種通信設備

発電所内の通信設備 発電所外の通信設備

・運転指令設備

。トランシーバー

・携行型通話装置

・衛星電話 (固定、携帯)

・保安電話

・加入電話、携帯電話

・保安電話

・衛星電話 (固定、携帯)

・統合原子力防災ネットワーク専用回線に接続する

通信連絡設備 (IP電話 )
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補足資料-6

6.火 山灰の除灰に要する時間について

火山灰の除灰に要する概算時間について、土木工事の人力作業※を参考に試算した結果

を以下に示す。

表 除灰に要する概算時間

1.作業量 (上記のとお り)

0.39人 /日・m3× 3,456m3=約 1,348人 日

2.作業 日数 (試算例)

(1)作業人数 : 78人 (6人/組×13組 )

【内訳】、外部しゃへい建屋 (2組 )、 補助建屋 (4組 )、 燃料取扱建屋 (2組 )、

中間建屋 (3組 )、 ディーゼル発電機建屋 (1組 )、 制御建屋 (1組 )

[計 13組]

(2)所要日数 :約 18日

(※ )「国土交通省土木工事積算基準 (H24)」 における人力掘削での人工を保守的に採用

以  上

項  目 評価諸元

①堆積面積 (m2) 外部 しゃへい建屋 (1,2号炉) 糸釘3,2001n2

補助建屋 (1,2号炉) 糸勺4,1001n2

燃料取扱建屋 (1,2号炉) 約 1,500m2

中間建屋 (1,2号炉) 糸勺2,1001n2

ディーゼル建屋 (1,2号炉) 糸勺1,0001n2

制御建屋 (1,2号炉) 糸99001n2

合計 糸勺12,8001n2

②堆積厚さ (m) 0。27m

③堆積量=①×② (m3) 糸勺3,4561n3

④lm3当 たりの作業人工※
(人/日・m3) 0.39人 /日 ・ m3
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補足資料-7

7.灰置場の場所及び容量について

灰置場として、積み上げた火山灰が崩れるなど、発電所の重要安全施設や SA時に必

要となるアクセスルー トに影響を及ぼすことがないように、それらから離れ、かつ、低

い場所にある放水口近傍のエ リアを選定してお り、除去 した火山灰が灰置場に現実的に

集積可能かどうか試算を行つた。

図に示す範囲に高さ約 1.4mで集積 した場合、その容量は約 ■,480m3と なる。ここ

で、層厚 27cmの火山灰を想定した場合、表のとお り火山灰の除去が必要となる施設の

屋根部に堆積する火山灰の量は約 3,543m3でぁり、3,4号炉の火山灰の除去が必要とな

る施設の屋根部に堆積する火山灰の量約 4,887m3と 合わせても約 8,430m3で ぁることか

ら、灰置場として容量があると考えられる。

表 火山灰の除去が必要な施設の屋根部に堆積する火山灰の量

図 高浜発電所の

項 目 建 屋 屋外タンク 合計

対象施設 ・外部しゃへい建屋 (1,2号炉 )

・補助建屋 (1,2号炉 )

。燃料取扱建屋 (1,2号炉 )

。中間建屋 (1,2号炉 )

。ディーゼル建屋 (1,2号炉 )

。制御建屋 (1,2号炉 )

・復水タンク

(1,2号炉 )

・燃料取替用水タンク

(1,2号炉 )

面 積 糸勺1,2800m2 糸9320m2 糸913,120■ 12

降灰量 (層厚 27cm) 糸釘3,456m3 約 87m3 糸93,543m3

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。
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補足資料-8

8.アイスランド火山を用いる基本的考え方とセン トヘ レンズ火山による影響評価

高浜 1,2号炉において、フィルタ閉塞の評価対象となる施設は、ディーゼル発電機

吸気消音器のフィルタ、換気空調設備のフィルタ (外気取入日)が該当するが、ディ

ーゼル発電機吸気消音器のフィルタについては給気口が下向きに設置されており、降

下火砕物が内部に侵入 しにくい構造となっている。また、換気空調設備については降

灰が確認された場合には外気取入日のダンパを閉止する運用としており、フィルタヘ

の降下火砕物の付着を抑制できる設計となっている。

この前提のもと、降下火砕物によるフィルタ閉塞に対する評価に当たつては、参考

としてアイスラン ド南部エイヤヒャ トラ氷河で発生 (H22年 4月 )した火山噴火地

点から約 40k m離れたヘイマラン ド地区において観測された大気中の降下火砕物濃

度のピーク値、3,241μ g/m3を用いている。

これ は 、

①比較的規模が大きい噴火であること (ヽ咽14以上)

②原子力施設が設置されている地表レベァレで観沢Jさ れた降下火砕物の大気中濃度

がデータとして存在すること

という条件に照らして、学会誌等の関係図書を確認したところ、上記のアイスラン

ド南部のエイヤヒャトラ氷河で発生した大規模噴火における噴火口より約 40km程度

離れた地域での地表における大気中濃度を参照したものである。

また、高浜発電所で想定する降下火砕物の給源となる火山については、大山等いず

れも発電所から40km以遠にある (第四紀火山のうち発電所から最も近い火山は約

57km離れた宝山である)こ とから、参照したアイスランド火山の観測データは噴火

日からより近距離の観測データである。

なお、噴火日からの観測地点の距離が 135kmであるセン トヘレンズ火山噴火の観

測デエタ (観沢1濃度 33,400μ g/m3)について、当該濃度による影響評価を以下のと

お り行った。

各施設のフィルタが閉塞するまでの時間は、ディーゼル発電機吸気消音器のフィル

タで約 2.5時間、換気空調設備のフィルタで約 3.3時間となる。フィルタ交換に要す

る時間は最も時間を要するディーゼル発電機吸気消音器のフィルタでも、約 1時間程

度で交換が可能である。換気空調設備のフィルタについても、より短時間で取替える

ことが可能であり、セン トヘレンズ火山の濃度を用いて評価を行つた場合でも影響が

生じることはない。

86



なお、ディーゼァレ発電機吸気消音器は、下方向から吸気することにより降下火砕物

を吸い込みにくい構造としているが、上記試算では、こうした点を考慮せず、しかも

大気中を降下 。浮遊する火砕物の粒子が粒径にかかわらず、大気中濃度のまますべて

吸い込まれてフィルタに捕集されることを前提 とした計算となつているため、実際に

は吸気フィルタが閉塞するまでの時間にはさらに余裕があると考えられること、さら

に、換気空調設備のフィルタに関しては、フィルタを通過する降下火砕物は細かな微

細粒子ではあるが、降下火砕物が建屋内へ侵入することを抑制するため、降灰が確認

された時点で空調停止やダンパ閉上の運用により影響防止を図ることとしてお り、機

能に影響を及ぼすことはないと考える。

なお、上記の内容については、高浜 1号炉及び 2号炉の安全審査にて平成 28年 11

月 10日 提出した 「高浜 1号炉及び 2号炉設置許可基準規則等への適合性について (設

計基準対象施設等)一抜粋 (第 6条 外部からの衝撃による損傷の防止 (火 山))一」か

ら変更がないため、 「補足説明資料-21」 に同じ。

以  上
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高浜発電所 1号炉及び 2号炉

層厚変更に伴 う重大事故等姑処施設及び

特定重大事故等対処施設への影響評価

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。
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1.層厚変更に伴い評価対象となる施設・運用の整理

重大事故等対処施設 (特定重大事故等対処施設を除く。)(以下、「SA施設」という。)及び特

定重大事故等対処施設 (以下、「特重施設」という。)の内、層厚変更に伴い評価対象となる施設・

運用の抽出結果を以下に示す。

NO

YES
※ :重大事故等時に火山事象が発生していることは考えにくい

ため、設備を使用していない保管時を考慮した結果、火山

事象による影響因子である「荷重」、「閉墨」、「腐食」、

「摩耗」、「大気汚染」、「絶縁低下」の内、層厚変更により

調 面が変わる影響因子を「荷重」とした。

SA施設、特重施設

設置許可基準規貝」43条 第1項 第一号

荷重に対する機能維持

屋外施設か

屋外で実施する運用か

火山影響評価が必要な施設・運用
【施設】層無下火砕物の荷重に対して影響を受ける施設
【運用】除灰運用

NO

YES 評
価
対
象
外

層厚変更により評価力渡 わる

影響因子 (荷重)※を含んでいるか

層厚変更に伴い評価対象となる施設・運用

【施設】緊急時対策所建屋、特重施設の建屋、

屋夕Hこ一部露出している特重設備

【運用】建屋の火山灰の除灰に要する時間

除灰した火山灰を保管する場所
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2.層厚変更に伴い評価対象となる施設の成立性確認

SA施設及び特重施設の内、層厚変更に伴い評価対象となる施設の成立性確認を以下に示す。

(1)SA施設

a.緊急時対策所建屋

建物・構築物の許容層厚については、以下いずれかの手法により算出する。

1.荷重による評価

鋼材の長期許容応力度に対する短期許容応力度の比が 1.5で あることから、常

時作用する荷重及び降下火砕物等堆積による鉛直荷重の和が設計時長期荷重の

1,5倍 に等 しくなる層厚

2,応力度による評価

常時作用する荷重及び降下火砕物等堆積による鉛直荷重の和により発生する

応力等が短期許容応力度等と等しくなる層厚

緊急時対策所建屋の許容層厚が見直し後の層厚を上回り、想定する降下火砕物によ

る静的荷重に対 して必要な機能を損なうことはない。

許容層厚
※

成立性確認

100cm以上
見直し後の層厚 (27cm)に対 して、十分な裕度があることか
ら、建屋強度への影響はない。

※ :応力度による評価

(2)特重施設

a,特重施設の建屋

建物・構築物の許容層厚については、以下いずれかの手法により算出する。

1.荷重による評価

鋼材の長期許容応力度に対する短期許容応力度の比が 1.5で あることから、常

時作用する荷重及び降下火砕物等堆積による鉛直荷重の和が設計時長期荷重の

1,5倍 に等 しくなる層厚

2.応力度による評価

常時作用する荷重及び降下火砕物等堆積による鉛直荷重の和により発生する

応力等が短期許容応力度等と等しくなる層厚

特重施設建屋の許容層厚が見直し後の層厚を上回 り、想定する降下火砕物による静

的荷重に対して必要な機能を損なうことはない。

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。
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許容層厚
※

成立性確認

見直し後の層厚 (27cm)に対 して、十分な裕度があることか
ら、建屋強度への影響はない。



b.屋外に一部露出している特重設備

既存の強度評価結果の裕度を用いて、屋外に一部露出している特重設備の許容層厚を

逆算 し、見直し後の層厚が許容層厚以下であることを確認する。

なお、プラン ト間で評価に有意な影響を及ぼすような差がないことから、大飯 3, 4

号機の構造を代表モデルとし、見直し後の層厚 として最も大きい層厚である 27cmを考

慮する。

屋外に一部露出している特重設備の許容層厚が見直し後の層厚を上回り、想定する降

下火砕物による静的荷重に対 して必要な機能を損なうことはない。

評価部位 見直し後の層厚 許容層厚

屋外露出部位 27cm

以  上

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。
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3.火山灰の除灰に要する時間について

火山灰の除灰に要する概算時間について、土木工事の人力作業※を参考に試算した結果を以下

に示す。

表 除灰に要する概算時間

1.作業量 (上記のとおり)

0。39人/日 ・ m3

2.作業 日数 (試算

(1)作業人数

【内訳】、緊急時対策所建屋 (1組 )

特重施設の建屋 3,4号炉

(2)所要日数 :約 16日

、特重施設の建屋 1,2号炉

(※)「国土交通省土木工事積算基準 (H24)」 における人力掘削での人工を保守的に採用

以  上

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。

口

項   目 評価諸元

①堆積面積 (m2) 緊急時対対策所建屋 糸釘500rn 2

特重施設の建屋 (1,2号炉 )

特重施設の建屋 (3,4号炉 )

合計

②堆積厚さ (m) 0。27m

③堆積量=①X② (m3)

④lm3当 たりの作業人工※
(人/日 。m3) 0。39人/日 Em3
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4.灰置場の場所及び容量について

灰置場として、積み上げた火山灰が崩れるなど、発電所の重要安全施設や SA時に必要とな

るアクセスルー トに影響を及ぼすことがないように、それらから離れ、かつ、低い場所にある

放水口近傍のエリアを選定してお り、除去した火山灰が灰置場に現実的に集積可能かどうか試

算を行つた。

図に示す範囲に高さ約 1.4mで集積 した場合、その容量は約 ■,480m3と なる。ここで、層

厚 27cmの火山灰を想定した場合、表のとお り火山灰の除去が必要となる施設の屋根部に堆積

する火山灰の量 あり、火山灰の除去が必要となる設計基準対象施設の屋根部に

堆積する火山灰の量約 8,430m3(1,2号炉約 3,543m3、 3,4号炉約 4,887m3)と 合わせても約

あることから、灰置場 として容量があると考えられる。

表 火山灰の除去が必要な施設の屋根部に堆積する火山灰の量

項 目 建 屋

対象施設 ・緊急時対策所建屋

・特重施設の建屋 (1,2号炉)

。特重施設の建屋 (3,4号炉)

面積

降灰量 (層厚 27cm)

枠囲みの範囲は機密に係る事項ですので公開することはできません。
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高浜発電所 1号炉及び 2号炉

層厚変更に伴 う実用炉規則第八十三条の第一号で

使用する施設への影響評価
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目 次

1.層厚変更に伴い評価対象 となる施設・運用の整理

2.層厚変更に伴い評価対象 となる施設・運用の成立性確認
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1.層厚変更に伴い評価対象となる施設 。運用の整理

実用炉規則第八十二条の第一号 (以 下、「炉規則 88条の対応」という。)で使用する施設の内、

層厚変更に伴い評価対象となる施設・運用の抽出結果を以下に示す。

※1:安全施設を内包する建屋、復水,シク、海水ポシ去

海ァ嫁 トレーナ、主蒸靭 弁、主蒸気安全弁、

タービシ動補助給バ ンプ、非常用ディーゼル発電機、

換気震調設備、格納容器排気筒、補助建屋排気同、

取水設備、制御用空気圧縮機、安全保護系計装盤、

消火水パックア乃 プタカ 、消火水パ

"乃
琢 ンプ、

蒸気発生器補給用仮設中圧ポシプ、畜電池、電源革、

緊急時対策所、ヨ 言連絡設備、橋台 (美浜 3号機 )

※2:非常用ディーゼル発電機の機能を用いた手l慣

タービシ動補助給河 シプを用い手l慣

蒸気発生器補給用仮設中圧ポンプを用いた手l隕

緊急時対策所の居イ主Fヒ確保に関する手順

通信連絡設備に関する手l慣

NO

YES

※3イ荷重」、「閉塞」、「腐食」、「I封毛」、「大気汚染」、
「絶縁低下」の内、層厚変更により訓 面力獲 わる

影響因子は、「荷重」、「閉塞」

※4:D助銹艶 含まれるが、DB施設側で整理

炉規則 83条の対応で使用する施設

実用炉規則第八十三条の第一号

火山影響評価が必要な施設・運用

【施設】※1「炉規則 83条の対応」を講じるために必要な施設、DB施設

礎朝ョ】※2「炉規則 83条の対応」を請じるために必要な運用

影響因子 (荷重、閉塞)を含んでいるか※3
層厚変更により言Ч面力獲 わる

評
価
対
象
外

層厚変更に伴い評価対象となる施設・運用※4

【施設】消火水′慟クアップタンク
【運用】非常用ディー∪レ発電機の改良型フィルタ取替

運用手順の変更
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2.層厚変更に伴い評価対象となる施設・運用の成立性確認

炉規則 83条の対応で使用する施設の内、層厚変更に伴い評価対象となる施設 !運用について、

炉規則改正に伴 う保安規定変更認可申請 (以下、「バンクフイント保安規定」という。)での補足

説明資料における評価に対する層厚変更に伴 う成立性確認を以下に示す。

(1)消火水バックアップタンク

バツクフイント保安規定での補足説明資料における強度評価 (層厚 10cm)か ら許容層

厚を算出し、成立性を確認 した。

許容層厚 成立性確認

100cm以上
見直し後の層厚 (27cm)に対 して、十分な答度があることか

ら、タンク強度への影響はない。

(2)非常用ディーゼル発電機の改良型フィルタ取替

a.フ ィァレタ試験

バツクフイント保安規定での補足説明資料における評価 (自 主的に層厚を 25cmと 設

定)か ら比例計算で基準捕集量到達時間を算出し、現状のフィルタ試験結果から成立性

を確認 した。

層厚 火山灰濃度 基準捕集量※
基準捕集量

到達時間
清掃回数

現状のフィルタ

試験結果
25cm 3.5g/m3 400,000g/m2 828分 0回

層厚見直 し後の

想定
27cm 3.78g/m3 400,000g/m2 766分 0回

※フィルタ性能試験の結果 (許容差圧到達時間の捕集量)力澪ら保守的に設定

<成立性確認>
・層厚見直し後については、基準捕集量到達時間が 1/1.1の 766分 と短くなるが、降

灰継続時間である 24時間でのフィルタ清掃回数が 0回 と変わらないので、層厚見直

し後においても成立する。
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b.蒸気発生器注水による炉心冷却の解析

バックフィット保安規定での補足説明資料における解析結果 (層厚 25cm相 当)か

ら、想定するシナ リオ (火山影響等発生時に交流動力電源が喪失した場合の炉心の著し

い損傷を防止)における、層厚見直し後の成立性を確認 した。

山
―

―

↓

▲

火

<想定するシナリオ概略>

噴火

o手動原子炉トリップ
i      ②降灰開始

|      (タ ト部電源喪失)

▼          ▼

③D/Gフ ィルタ閉
~恭 (SBO発生)

④SG仮設中圧ポンプ準備完了

i⑤主蒸気大気放出弁による2次系強制冷却開始

⑦SG最低水位 (広域)季J達時間
↓       ゝ

升
15/刀  `  45分

SG給水機能喪失期間 i

⑥SG仮設中圧ポンプによる注水開始

<主要な解析条件及び解析結果 (見込み含む)>

解析済み※1

層厚条件

見直し後

層厚条件

想定層厚 25cm 27cm

①原子炉手動 トリップ※2 0秒 0秒

②降灰開始※3

(外部電源喪失)

45分 45分

③D/Gフ ィルタ閉塞※4

(SBO発生)※ 5

445分

(③ 一②=400分±1)

395分

(③ 一②=350分・2)

④SG仮設中圧ポンプ準備完了 505分 455分

⑤主蒸気大気放出弁による

2次系強制冷却開始

515分

(⑤―③=70分 )

465分

(⑤―③=70分 )

⑥SG仮設中圧ポンプによる

注水開始

約 531分

(⑥ ―③=約 86分 ) (解析未実施)

⑦SG最低水位 (広域)

到達時間
約 552分

(解析未実施)

SG最低水位 (広域 ) 約 22% 約 21%程度※6

※ 1:バ ックフィット保安規定での補足説明資料における解析

※ 2i火山噴火 15分後、降灰予報 「多量」5分後

※ 3:火山噴火 60分後

※4:シナリオでは、想定する気中降下火砕物濃度の 2倍の濃度の火山灰が到達するこ

ととするため、降灰開始後、基準捕集量到達時間の 1/2の時間で D/Gフ ィルタ

が閉塞すると想定。なお、D/Gフ ィアレタの基準捕集量到達時間については、*1
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は実施済みのフィルタ試験結果 (828分)か ら設定し、*2は想定層厚による比

例計算結果 (766分)を用いて設定、それぞれ 1/2とする。

※5:タービン動補助給水ポンプも機能喪失することで、SG給水機能の喪失を想定

※ 6:「解析済み層厚条件」の場合の解析結果をもとにした概略推定による。

<成立性確認の結果>
「解析済み層厚条件 (25cm)」 において、想定するシナリオに即 した解析を実施 し

た結果、SG最低水位 (広域)は約 22%で あり、SG仮設中圧ポンプによる注水の効

果により、炉心の著しい損傷に至らないことを確認 している。

「見直し後層厚条件 (27cm)」 における SG最低水位 (広域)は、 「解析済み層厚

条件 (25cm)」 の場合に比べ、SBOに よる SG給水機能喪失の開始が早まることによ

る炉心崩壊熱増加により、 「解析済み層厚条件 (25cm)」 の SG最低水位 (広域)で

ある約 22%よ りも低くなる。概略推定の結果、SG最低水位 (広域)は約 210/0程度と

なる見込みであり、SG仮設中圧ポンプによる注水の効果により、炉心の著しい損傷に

至らない。

概略推定の導出過程については次に示す。
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<概略推定>

●層厚見直しにより成立性に影響を与える解析条件

層厚見直しにより成立性に影響を与えるおそれがある因子は、次の(a)(b)の変化で

ある。

(a)SBO発生時刻 (SG給水機能喪失時刻 )

SBO発生時刻 (SG給水機能喪失時刻)が早まる場合は、除去すべき崩壊熱が大き

くなるため、炉心冷却の観点で余裕が小さくなる。

高浜 1,2号機の③の時刻は、「解析済み層厚条件」に対 して 「見直し後の層厚条件」

では 50分早まるため、この分、SG最低水位は低くなる方向となる。

(b)SG給水機能喪失時間

SBO発生時刻に対するSG仮設中圧ポンプ準備完了時刻が遅れることで、2次系強

制冷却開始時刻も遅くなることにより、SG給水機能喪失時間が長くなる場合は、炉心

冷却の観 J点で余裕が小さくなる。

高浜 1,2号機の⑤一③の時間は、「解析済み層厚条件」と「見直し後の層厚条件」で

等しいため、SG最低水位に影響はないとする。

●概略推定

(a)SBO発生時刻 (SG給水機能喪失時刻)の変更による影響

「解析済み層厚条件」ケースにおける解析結果のSG残存保有水量に着目し、 「見

直し後の層厚条件」との崩壊熱の変化分に対する、SG保有水消費量 (変化量)を下

式により求める。ここでは、SBO発生からSG最低水位到達までの時間における、崩

壊熱の変化分によるSGイ呆有水変化量を求めている。

∫△9'ι =池嗜GX(rFs― Tイv)・
 ・・(1):式

△Q:SBO発生時の炉心崩壊熱 (「解析済み層厚条件」ケースとの差分)lkWl

MSG:SG保有水量消費量 lkg/s]

Hsi蒸気発生器 2次側飽和蒸気エンタルピ [kJ/kg]※

Hw:蒸気発生器 2次側飽和液相エンタルピ [k」/kg]※

※ 崩壊熱の差分に基づくSG保有水消費量は、時々刻々変化する 2次側圧力変化に

応 じたエンタルピに基づき評価することが正しいが、概略評価においてはある一

点の圧力を保守的に固定して使用する。

(1)式に第 1表の数値を代入する。

(20.21MWl-20,8[MWl) X1000[kWハ左Wl× 107[分 ]× 60〔秒/分 ]

=WISG× (2760[kJ/kgl-13101kJ/kg])
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MSG= ~2656.55[kg/totall

≒ -2.7[tonん otaJ

lSGあたりの流量に換算すると以下となる。

MSG/3≒ -0。9Ron/SG]

以上より、SG保有水量は 0,9Ron/sGl減少する。

(b)SG給水機能喪失時間の変更による影響

高浜1,2号機の⑤―③の時間は、「解析済み層厚条件」と「見直し後の層厚条件」

で等しいため、SG最低水位に影響はないとし、評価は行わない。

(c)SG残存保有水量に基づくSG広域水位の推定

「解析済み層厚条件」ケースでは、SG広域水位が最小となる時刻での SG保有水

量 (液相)は 17.8Ron/SGlで あるため、ここに (a)、 (b)で得られた結果を考慮する

と、概略推定手法により算出された、SG残存保有水量は以下となる。

SG残存保有水量=17,8Lon/SGl-0.9Ron/sGl

=16.91ton/SG]

ここで、「解析済み層厚条件」ケースでの解析結果より、SG広域水位 (第 3図)と

SG保有水量 (液相)(第 4図)の関係を整理すると第 1図のとお りとなる。上記 SG
残存保有水量に基づき SG広域水位を読み取ると次の結果が得られる。

「解析済み層厚条件」ケースの解析結果に基づく

SG広域水位 (図からの読取値) =約 21%
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第 1表 概略評価用入カパラメータ

項 目 値 備考

ケ 解
1析
ス 済

み
層
厚
条
件

SBO発生時の炉心出力 Q 20.2[WIWl 原子炉 トリップから445分後の値 (③ )

最小 SG広域水位 22°/O

最小 SG水位時の保有水量 17.8[ton] 液相のみ

主蒸気大気放出弁操作開始時間 70分 SBO発生からの時間 (⑤一③)

SG最低水位到達時間 107分 SBO発生からの時間 (⑦―③)

条 ¬
件 見L直
ケ し
キ 後
ス の

層
厚

SBO発生時の炉心出力Q 20。 8[WIWl 原子炉トリンプから395分後の値 (③ )

SG2次側主蒸気エンタルピHs 2760[k」/kgl 主蒸気安全弁設定圧力相当

(7.7MPa[gage])で のエンタルピSG2次側飽和液相エンタルピHw 1310[k」 /k創

主蒸気大気放出弁操作 F堀 始時間 70分 SBO発生からの時間 (⑤ 一③)

．
，
Ｉ
工
「
，

一

／

・テム
∽
ω
水
仕

（広
域
）

⑭

0      10     20     30 40 50 70 80     90     100

SG液相保有水量住)

第 1図  「解析済み層厚条件」ケースにおけるSG液相保有水量とSG水位 (広域)の関係
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<参考 :「解析済み層厚条件 (25cm)」 での解析結果の事象進展>

ど0

Ｓ
Ｇ
２
次
側
圧
メザ

15

11

全交流動力電源喪失の発生に伴い

主蒸気大気放出弁が閉となり、圧
力が上昇する。 (445分後)

SG給水機能喪失期間

一 よ り

圧 力 抑制されると

原子炉手動停止 0
後の経過時間   o

〔'鞠静〕ω2め

100

(ヽll'a[ざ asに :`)

原子炉手動停止
後の経過時間

t)盤 静 〕

()

2次系】命制冷却を開始すること
によリギ蒸気発生器保有水によ
る び蒸気発生器 2次側の

う。 (515分後)減圧

(825)

10

(1025)

_'            1           6

(225)         (425)         (625)

臣寺  間  (隠寺)

第 2図 蒸気発生器 2次側圧力

が低下に転じる。
望睾鶏逐紫豚滉繁緊諦条ご S乳だ翌望螢!輩喪失期間

S

R0

2次系強制冷却を開始す
ることにより、蒸気発生器
保有水の低下割合が変化
する。 (515分後)

10

(1025)

60

10

Ｓ
Ｃｉ
水
位
　
広
域
）

補助給水ポンプによる注水
に伴い水位が回復する。

20

0
()

(025)

9            1            6
(225)          (425)          (625)

繊寺 間 (時 )

第 3図 蒸気発生器水位 (広域 )

S
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80

100

100

0

0

(025)

補助給水ポンプによる注水
に伴い保有水量が回復する。

2            4            6
(225)          (425)          (625)

瞬寺  F厨ヨ (隣寺)

第 4図 蒸気発生器保有水量 (液相 )

2            1            6

(225)          (425)          (625)

世寺 間 (H孝 ,

第 5図 蒸気発生器 2次側への注水流量

SG給水機能喪失期間

1保有水の低下割合が変化
iする。 (515分後 )

(325)

10

(1025)

SG給水機能喪失期間

蒸気秦生器圧力の低下に伴い、
中圧ポンプからの注水が開始され
る。 (約 531分後)

10

(1025)

S()

と0

蒸
気
発
生
器
保
有
水
豊
　
●

20

原子炉手動停止
後の経過時間

火山噴火から
の想定時間

8

〔

〔

30

60

10

代
祥

Ｓ
Ｇ
給
水
流
最

(代 g 、)

20

原子炉手動停止 0
後の経過時間

火山噴火から
の想定時間

0

(025)

S

〕
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350

300

250

(C)

_)00

原子炉手動停止 150
後の経過時間   0

〔)協静〕⑭2D

20

15

1

次
系
に
アザ

10

(MPュ 1[ド it H● :)

―

高温側1,寺己醜
…………Ⅲ低温側 Pl〔

H甘温唆

SG給水機能喪失期間
全交流動力電源喪失の発生に伴
い主蒸気大気放出弁が閉となり
度が上昇する。 (445分後)

温

次

ヽ

１

で

。

１
次
系
温
度

外部電源喪失の発生により
冷却材流量が低下すること
高温側配管温度は上昇する
(45分後)

主蒸気安全弁の作動により
温度上昇が抑制される。

2次系強制冷却の
開始に伴い
温度が低下する。
(515分後)

kO

(1025)

2次系強制冷却の
開始に伴い
圧力が低下する。
(515分後)

蓄圧タンクから注水が
開始されることにより、
圧力の低下割合が変化
す

10

(1025)

2            Ⅲ            6

(225)          (425)          (625)

経寺  間  (H寺 )

第 6図  1次系温度 (高温側、低温側 )

全交流動力電源喪失の発生に伴う
シールツークにより1次系圧力は
低下する。

外部電源喪失の発生による
1次冷却材ポンプ トリップに
伴う圧力変動 (45分後)

(825)

SG給水機能喪失期間

一

S

原子炉手動停止  。

後の経過時間

火山噴火から
の想定時間

0 81             6

(425)         (625)

H寺  脳i  t‖寺)

〔 (825)

*:好 聴と、ILチJを 共′
1(

第 7図  1次系圧力

(025) (225)
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i100

2()()

J50

１
次
系
保
有
水
最

全交流動力電源喪失の発生に伴 う
シール ヅークにより1次系保有水
量は減少する。

1             6

(425)         (625)

督I  FH司  (Rキ )

第 8図  1次系保有水量

SG給水機能喪失期間

一

蓄圧タンクから注水が開始
されることにより、 1次系
保有水量が回復に転じる。

(825)

1()

(1025)

(1)1(「
)(〕

50

0原子炉手動停止

後の経過時間

t'鞠詞
0

(025) (225)

iヽ

以  上
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添付4

高浜 1, 2号炉「大山火山の大山生竹テフラの噴出規模の見直しに係る設置許可申請について」に伴う条文の整理表

今回申語での関係条文 :liィ |li101111il

今回申請での無関係の条文

:爾 有 り

:更 無 し

条文 関係性
既許可

変更有無
備考

第 1条 一条 適用範囲 適用す る基準 (法令)についての説明であ り、要求事項ではないため、関係条文ではない。

第2条 二条  定義 言葉の定義であ り、要求事項ではないため、関係条文ではない。

第3条 三条  DB地 盤
本申請は既存設備に変更はなく、及びそれらの運用の変更は伴わないことから、設計基準対象施
設の地盤に係る既設置許可の基準適合性確認結果に影響を与えるものではない。

第4条 四条 耐震
本申請は既存設備に変更はなく、及びそれ らの運用の変更は伴わないことから、耐震に係る既設
置許可の基準適合性確認結果に影響を与えるものではない。

第5条 五条 津波防護
本申請は既存設備に変更 fま なく、及びそれ らの運用の変更は伴わないことから、津波による損傷
の防止に係る既設置許可の基準適合性確認結果に影響を与えるものではない。

第6条 六条 想定される自然現象
本申請は既存設備に変更はなく、及びそれ らの運用の変更は伴わないことから、外部からの衝撃
による損傷の防止に係る既設置許可の基準適合性確認結果に影響を与えるものではない。

第6条 六条 竜巻 同 上

第6条 六条  外部火災 同上

第6条 六条 火山
本条文は火山に係る条文であり、大山火山の大山生竹テフラの噴出規模の見直 しに伴い本条文に

対する適合性を示すため、設置許可申請書の記載を変更する

第7条 七条 不法な侵入
本条文は発電用原子炉施設全般に関係するが、本申請は既存設備に変更はなく、及びそれ らの運
用の変更は伴わないことか ら、発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止に係る既設置許可
の基準適合性確認結果に影響を与えるものではない。

第8条 八条 内部火災
本申請は既存設備に変更はなく、及びそれ らの運用の変更は伴わな
の防止に係る既設置許可の基準適合性確認結果に影響を与えるもの

いことから、火災による損傷
ではない。

第9条 九条 内部浴水
本申請は既存設備に変更はなく、及びそれ らの運用の変更は伴わないことから、溢水防護および
管理区域外漏えいに係る既設置許可の基準適合性確認結果に影響を与えるものではない。

第10条 十条 誤操作防止
本申請は既存設備に変更はなく、及びそれ らの運用の変更は伴わないことから、誤操作の防止に
係る既設置許可の基準適合性確認結果に影響を与えるものではない。

第11条 十一条 安全避難通路
本条文は発電用原子炉施設全般に関係するが、本申請は既存設備に変更はなく、及びそれ らの運
用の変更は伴わないことか ら、安全避難通路等に係る既設置許可の基準適合性確認結果に影響を
与えるものではない。

第12条 十二条 安全施設
本申請は既存設備に変更はなく、及びそれ らの運用の変更は伴わないことから、安全施設に係る
既設置許可の基準適合性確認結果に影響を与えるものではない。

第13条 十三条 運転時の異常な過渡変化
本申請は既存設備に変更はなく、及びそれ らの運用の変更は伴わないことから、運転時の異常な
過渡変化及び設計基準事故の拡大の防止に係る既設置許可の基準適合性確認結果に影響を与える
ものではない。

第14条 十四条 全交流動力電源喪失対策設備
本申請は既存設備に変更はなく、及びそれ らの運用の変更は伴わないことから、全交流動力電源
喪失対策設備に係る既設置許可の基準適合性確認結果に影響を与えるものではない。

第 15条 十五条 炉心等
本 中 a膏 は 既

「

手設 偏 に 変 史 は な く、 及 び そ れ らの 運 用 の 変 史 は件 わ な い こ とか ら、 炉 心 等 に係 る既
肇 詈 肇 面 ゐ 其 准 穂 合 性 灌 謗 無 皐 fr ttr´ 型 手ニ テ ス 子.r,ゝ To「 ■′ュ`1ヽ _

第16条 十六条 燃料取扱・貯蔵設備
本申請は既存設備に変更はなく、及びそれ らの運用の変更は伴わない

施設及び貯蔵施設に係る既設置許可の基準適合性確認結果に影響を与
ことから、
えるもので

燃料体等の取扱
はない。

第17条 十七条 RCPB 本申請は既存設備に変更はなく、及びそれらの運用の変更は伴わないことから、原子炉冷却材圧
カバウンダリに係る既設置許可の基準適合性確認結果に影響を与えるものではない。

第18条 十八条 蒸気ター ビン
本申請は既存設備に変更はなく、及びそれらの運用の変更は伴わないことから、燕気タービンに
係る既設置許可の基準適合性確認結果に影響を与えるものではない。

第19条 十九条 ECCS 本申請は既存設備に変更はなく、及びそれ らの運用の変更は伴わないことから、非常用炉心冷却
設備に係る既設置許可の基準適合性確認結果に影響を与えるものではない。

第20条 二十条 RCS補 給
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第21条 二十一条 残留熱除去
本申請は既存設備に変更はなく、及びそれ らの運用の変更は伴わないことから、残留熱を除去す
ることができる設備に係る既設置許可の基準適合性確認結果に影響を与えるものではない。

第22条 二十二条  UHS
本中請 は既存設備に変更はな く、及びそれ らの運用の変更は件わないことか ら、最終 ヒー トシン

クヘ熱 を輸送す ることができる設備に係 る既設置許可の基準適合性確認結果に影響 を与 えるもの
rf士ナ.｀ Lヽ _

第23条
二十三条 計装制御系統施設 (SFP
監視計器 )

本申請は既存設備に変更はなく、及びそれ らの運用の変更は伴わないことから、計測制御系統施
設に係る既設置許可の基準適合性確認結果に影響を与えるものではない。

第24条 二十四条 安全保護回路
本申請は既存設備に変更はなく、及びそれ らの運用の変更は伴わないことから、安全保護回路に

際る既設置許可の基準適合性確認結果に影響を与えるものではない。

第25条 二十五条  I&C 本申請は既存設備に変更はなく、及びそれらの運用の変更は伴わないことから、反応度制御系統
及び原子炉停止系統に係る既設置許可の基準適合性確認結果に影響を与えるものではない。

第26条 二十六条 原子炉制御室等
本申請は既存設備に変更はなく、及びそれ らの運用の変更は伴わないことから、原子炉制御室等
に係る既設置許可の基準適合性確認結果に影響を与えるものではない。

第27条 二十七条 廃棄物処理施設
本申請は既存設備に変更はなく、及びそれ らの運用の変更は伴わないことから、放射性廃棄物の
処理施設に係る既設置許可の基準適合性確認結果に影響を与えるものではない。

第28条 二十八条 廃棄物貯蔵施設
本申請は既存設備に変更はなく、及びそれ らの運用の変更は伴わ
貯蔵施設に係る既設置許可の基準適合性確認結果に影響を与える
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放射性廃葉物の

第29条 二十九条 直接ガンマ線
本申請は既存設備に変更はなく、
ける直接ガンマ線等か らの防護に

'IEい
^

辺にお
のでは

第30条 三十条 放射線防護
本申請は既存設備に変更はなく、及びそれ らの運用の変更は伴わないことから、放射線からの放
射線業務従事者の防護に係る既設置許可の基準適合性確認結果に影響を与えるものではない。

第31条
三十一条
グ)

監視設備 (周 辺モニタリン 本申請は既存設備に変更はなく、及びそれ らの運用の変更は伴わないことから、監視設備に係る
既設置許可の基準適合性確認結果に影響を与えるものではない。

第32条 三十二条 CV 本申請は既存設備に変更はなく、及びそれ らの運用の変更は伴わな
に係る既設置許可の基準適合性確認結果に影響を与えるものではな

・らこ

。

原子炉格納施設
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条文 関係性
既許可

変更有無
備 考

第33条 三十三条 保安電源
本申請は既存設備に変更はな く、及びそれ らの運用の変更は伴わないことから、保安電源設備に
係る既設置許可の基準適合性確認結果に影響を与えるものではない。

第34条 三十四条 緊急時対策所
本申請は既存設備に変更はな く、及びそれ らの運用の変更は伴わないことから、緊急時対策所に
係る既設置許可の基準適合性確認結果に影響を与えるものではない。

第35条 三十五条 通信連絡設備
本申請は既存設備に変更はなく、及びそれ らの運用の変更は伴わないことから、通信連絡設備に
係る既設置許可の基準適合性確認結果に影響を与えるものではない。

第36条 三十六条 補助ボイラ
本申請は既存設備に変更はなく、及びそれ らの運用の変更は伴わないことから
係る既設置許可の基準適合性確認結果に影響を与えるものではない。

補助ボイラーに

第37条 三十七条  SA拡 大防止
本申請は既存設備に変更はなく、及びそれ らの運用の変更は伴わないことから
施設に係る既設置許可の基準適合性確認結果に影響を与えるものではない。

重大事故等対処

三十八条  S Anl日 同上

第39条
三十九条 地震  (SA荷重組合せ含
む )

同 上

第40条 四十条 注渡 同 上

笛41条 四十一条  火災 同 上

第42コ鷺 四十二条  特章 同 上

10 央通 向 上

2 大規模損煙 向上

第43条 四十三条 全般に係る事項 O
本条文は重大事故等対処施設全般に関係するが、本申請は既存設備に変更 Iま なく、及びそれ らの
運用の変更は伴わないことから、重大事故等対処設備に係る既設置許可の基準適合性確認結果に

影響を与えるものではない。

第44条
四十四条 緊急停止失敗時の未臨界/
11 緊急停止失敗時の未臨界

本申語は既存設備に変更はな く、及びそれ らの運用の変更は伴わないことから、重大事故等対処
施設に係る既設置許可の基準適合性確認結果に影響を与えるものではない。

第45条
四十五条 RCPB高圧時冷却/1
RCPB高 圧時冷却

2
同 上

第46条
四十六条 RCPB減圧/1 3 RCPB減 圧
(SGTR発 生時の手順・ ISLOCA) 同 上

第47条
四十七条 RCPB低圧時冷却/14
代CP81■ 圧時冷却

同上

第48条
四十
最終

八条
ヒー ト

最終ヒー トンンク/■ 5

シンク
同上

第49条
四十九木

集  CV肉 の冷却/16 CV
冷去a 同 上

第50条
三十条 CV過 圧破損防止/17
V過圧破損防止

C
同 上

第51条
五十一条
下部冷却

CV下 部冷却 /18 CV
同 上

第52条
五十二条 水素爆発 CV破損防止/
19 ,k=爆 cv薔損防止 同 上

第53条
五十三条  水素爆発 RB等 損傷防止/
110 フk素爆発 RB筆 糧傷防止

同上

第 54条
五十四条
冷却

SFP冷 却/1 1l SFP
同上

第55条
五 十五条  放射性物質の拡散抑制/

1ク  指射‖物管の杭散 弁tm割 |1
同 上

第56条

二十六条
なる水源
/113

重天争取寺の収東に必要 と

重大事故等の収東に必要 とな
同 上

第57条 五十七条 電源設備/114 電源 同 上

第58条 五十八条 計装設備/115 計装 同 上

第59条

】

116 原
スキ I旧等

同上

第60条

【三十一条 監視設備 (周 辺モニタリ
ング)】
六十条 監視測定設備/117 監視測
定

同上

第61条
【三十四条  緊急時対束所】

六十一条  緊急時対策所/118 緊急
日寺対養所

同 上

第62条
【二十五条 途信運絡設備】

六十二条 通信連絡/119 通信連絡
に閣すス手順峯

同 上
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